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上尾市地域防災計画 新旧対照表（令和６年３月改定） 

編 頁 改 定 案 現 行 

１ 1-4 ２ 自然的要因 

(１) 気 候 

本市の気候は、夏は高温で雨が多く蒸し暑い日が続き、冬は乾燥した冷たい北西の季節風が吹く快晴の

日が多く、内陸性気候を示している。 

市消防本部の気象データ（平成30～令和４年）を表に示す。この間の平均気温は16.2℃、最高気温は

40.2℃、最低気温は-5.2℃、年平均降水量は1,099.2mmとなっている。 

 平成 30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 期間集計 

気温 

（℃） 

平均 16.5 16.2 16.2 16.2 16.0 16.2（平均） 

(月/日) 

最高 

(7/23) 

39.9 

(8/2) 

38.2 

(8/5) 

36.9 

(8/11) 

39.8 

(7/1) 

40.2 

40.2（最高） 

(月/日) 

最低 

(1/26) 

-5.1 

(1/10) 

-2.7 

(1/9) 

-5.2 

(2/7) 

-3.8 

(1/7) 

-4.3 

-5.2（最低） 

湿度（平均） 

（％） 
66.9 62.5 63.6 65.6 66.9 65.1（平均） 

風速 

(m/s） 

平均 2.0 2.1 2.0 2.0 1.9 2.0（平均） 

(月/日) 

最大 

(10/1) 

32.2 

(10/12) 

31.3 

(3/26) 

24.2 

(3/16) 

24.1 

(6/3) 

24.5 

- 

総降水量（mm） 1,138.0 917.0 1,392.5 1,080.5 968.0 1,099.2（平均） 

総降雪量（cm） 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 1.6（平均） 

 

 

 

 

 

２ 自然的要因 

(１) 気 候 

本市の気候は、夏は高温で雨が多く蒸し暑い日が続き、冬は乾燥した冷たい北西の季節風が吹く快晴の

日が多く、内陸性気候を示している。 

市消防本部の気象データ（平成29～令和３年）を表に示す。この間の平均気温は16.1℃、最高気温は

39.9℃、最低気温は-5.2℃、年平均降水量は1,115.1mmとなっている。 

 平成 29年 平成 30年 令和元年 令和２年 令和３年 期間集計 

気温 

（℃） 

平均 15.4 16.5 16.2 16.2 16.2 16.1（平均） 

(月/日) 

最高 

(8/9) 

37.5 

(7/23) 

39.9 

(8/2) 

38.2 

(8/11) 

39.8 

(8/5) 

36.9 

39.9（最高） 

(月/日) 

最低 

(1/16) 

-4.5 

(1/26) 

-5.1 

(1/10) 

-2.7 

(2/7) 

-3.8 

(1/9) 

-5.2 

-5.2（最低） 

湿度（平均） 

（％） 
72.5 66.9 62.5 63.6 65.6 66.2（平均） 

風速 

(m/s） 

平均 2.1 2.0 2.1 2.0 2.0 2.0（平均） 

(月/日) 

最大 

(9/18) 

26.2 

(10/1) 

32.2 

(10/12) 

31.3 

(3/16) 

24.1 

(3/26) 

24.2 

- 

総降水量（mm） 1,047.5 1,138.0 917.0 1,392.5 1,080.5 1,115.1（平均） 

総降雪量（cm） 23.0 0.0 8.0 0.0 0.0 6.2（平均） 

 

 

１ 1-5 

1-6 

３ 社会的要因 

(１) 人 口 

ア 人口・世帯数 

本市の人口は、首都圏への人口・産業の集中とともに、昭和30年代後半から急速に増加し、昭和33年

の市制施行時に37,000人程であった人口は、令和５年10月には230,164人となった（住民基本台帳）。し

かし、経済成長率の安定化、地価の高騰等により人口の伸びも収まり、昭和60年から平成２年までは年

間3,000人程の増加であったものが、平成30年から令和４年では400人程に低下しており、令和５年から

は減少に転じている。 

世帯当たりの人口も減少傾向にあり、令和５年10月には2.14人／世帯となり、単身世帯の進行がうか

がえる。 

３ 社会的要因 

(１) 人 口 

ア 人口・世帯数 

本市の人口は、首都圏への人口・産業の集中とともに、昭和30年代後半から急速に増加し、昭和33年

の市制施行時に37,000人程であった人口は、令和４年10月には230,427人となった（住民基本台帳）。し

かし、経済成長率の安定化、地価の高騰等により人口の伸びも収まり、昭和60年から平成２年までは年

間3,000人程の増加であったものが、平成30年から令和４年では400人程に低下している。 

世帯当たりの人口も減少傾向にあり、令和４年10月には2.17人／世帯となり、単身世帯の進行がうか

がえる。 
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編 頁 改 定 案 現 行 

   人口等の推移（統計あげお 各年10月） 

 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

人 口 228,724人 229,265人 230,245人 230,427人 230,164人 

増加数 

（増加率） 

258人 

( 0.11% ) 

541人 

( 0.24% ) 

980人 

( 0.43% ) 

182人 

( 0.08% ) 

‐263人 

( △0.11% ) 

世帯数 102,014世帯 103,355世帯 105,177世帯 106,375世帯 107,335世帯 

１世帯当たり

人数 

2.24人 2.22人 2.19人 2.17人 2.14人 

高齢者数 

（割合） 

62,022人 

( 27.1% ) 

62,919人 

( 27.4% ) 

63,500人 

( 27.6% ) 

63,623人 

( 27.6% ) 

63,546人 

( 27.6% ) 

   ※65歳以上を「高齢者」とする。 

イ 年齢階層別人口 

年齢別の状況を見ると、平均年齢は47.26歳、高齢化率は27.6％（令和５年）であり、高齢化が進ん

でいる。 

今後も少子・高齢化の傾向は続くものと予想される。 

ウ 地区別人口 

令和元年から令和５年における市全体の伸びは0.63％の増となり、地区別に見ると、大谷地区

（4.19％）、上尾地区（2.23％）の順となり、増加地区は、この２地区であったが、平方地区（△6.15％）、

上平地区（△1.01％）、大石地区（△0.61％）、原市地区（△0.35％）の４地区は減少している。 

 

   人口等の推移（統計あげお 各年10月） 

 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 

人 口 228,466人 228,724人 229,265人 230,245人 230,427人 

増加数 

（増加率） 

152人 

( 0.07% ) 

258人 

( 0.11% ) 

541人 

( 0.24% ) 

980人 

( 0.43% ) 

182人 

( 0.08% ) 

世帯数 100,675世帯 102,014世帯 103,355世帯 105,177世帯 106,375世帯 

１世帯当たり

人数 

2.27人 2.24人 2.22人 2.19人 2.17人 

高齢者数 

（割合） 

61,175人 

( 26.8% ) 

62,022人 

( 27.1% ) 

62,919人 

( 27.4% ) 

63,500人 

( 27.6% ) 

63,623人 

( 27.6% ) 

   ※65歳以上を「高齢者」とする。 

イ 年齢階層別人口 

年齢別の状況を見ると、平均年齢は47.03歳、高齢化率は27.6％（令和４年）であり、高齢化が進ん

でいる。 

今後も少子・高齢化の傾向は続くものと予想される。 

ウ 地区別人口 

平成30年から令和４年における市全体の伸びは0.86％の増となり、地区別に見ると、大谷地区

（4.84％）、上尾地区（2.57％）、の順となり、増加地区は、この２地区であったが、平方地区（△5.83％）、

大石地区（△0.78％）、上平地区（△0.49％）、原市地区（△0.25％）の４地区は減少している。 

 

１ 1-6 

1-7 

３ 社会的要因 

(３) 産 業 

ア 就業者構成 

令和２年の国勢調査によると、第１次産業従事者831人（0.7％）、第２次産業従事者24,297人

（21.6％）、第３次産業従事者87,195人（77.6％）となっている。第１次産業区分で就業者数が減少し

ている一方で、第２次、第３次産業区分では就業者数が増加している。 

イ 製造品出荷額 

令和３年の経済センサスによると、総額3,379億円であり、産業別に見ると、輸送用機械器具、非鉄

金属、食料品の順に出荷額が多くなっている。 

 

３ 社会的要因 

(３) 産 業 

ア 就業者構成 

平成27年の国勢調査によると、第１次産業従事者877人（0.8％）、第２次産業従事者23,989人

（22.0％）、第３次産業従事者78,036人（71.5％）となっている。第１次、第２次産業区分で就業者数

が減少している一方で、第３次産業区分では就業者数が増加している。 

イ 製造品出荷額 

平成27年の総額は、3,543億円であり、産業別に見ると、輸送用機械器具、非鉄金属、食料品の順に

出荷額が多くなっている。 

 

１ 1-8 １ 市 

機関の名称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

上 尾 市 

（略） 

２ 災害応急対策 

 (１) 災害に関する情報の収集、伝達及び被害の調査に関すること。 

 (２) 警報の発令、伝達及び避難の指示に関すること。 

（略） 

 

 

１ 市 

機関の名称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

上 尾 市 

（略） 

２ 災害応急対策 

 (１) 災害に関する情報の収集、伝達及び被害の調査に関すること。 

 (２) 警報の発令、伝達及び避難の勧告又は指示に関すること。 

（略） 
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編 頁 改 定 案 現 行 

１ 1-9 ２ 県 

機関の名称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

埼 玉 県 

（略） 

２ 災害応急対策 

 (１) 警報の発令及び伝達並びに避難の指示に関すること。 

（略） 

 

 

２ 県 

機関の名称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

埼 玉 県 

（略） 

２ 災害応急対策 

 (１) 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関すること。 

（略） 

 

 

１ 1-11 ５ 指定地方行政機関 

機関の名称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

東 京 管 区 気 象 台 

（ 熊 谷 地 方 気 象 台 ） 

１ 気象・地象・地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表

に関すること。 

２ 気象・地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に

限る）及び水象の予報及び警報等の防災気象情報の発表、伝達及び

解説に関すること。 

３ 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に関すること。 

４ 地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言に関す

ること。 

５ 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に関すること。 

６ 災害時等に地方自治体へ職員を派遣し、防災対応支援のため、防

災気象情報の提供及び解説、防災対策への助言を行う。（気象庁防災

対応支援チーム：JETT） 

  

５ 指定地方行政機関 

機関の名称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

東 京 管 区 気 象 台 

（ 熊 谷 地 方 気 象 台 ） 

１ 気象・地象・地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表

に関すること。 

２ 気象・地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に

限る）及び水象の予報及び警報等の防災気象情報の発表、伝達及び

解説に関すること。 

３ 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に関すること。 

４ 地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言に関す

ること。 

５ 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に関すること。 

  

１ 1-14 ７ 指定公共機関 

機関の名称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

日本赤十字社埼玉県支部 

１ 災害応急救護のうち、避難所の設置の支援、医療、助産及び遺

体の処理（遺体の一時保存を除く。）を行うこと。 

２ 救助に関し地方公共団体以外の団体又は個人がする協力の連絡

調整に関すること。 

３ 主として赤十字奉仕団の組織を通じ、各種赤十字奉仕団の特性

と能力に応じて炊き出し、物資配給、避難所作業、血液及び緊急

物資の輸送、安否調査、通信連絡並びに義援金品の募集、配分に

協力すること。 

  

７ 指定公共機関 

機関の名称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

日本赤十字社埼玉県支部 

１ 災害応急救護のうち、医療、助産及び遺体の処理（遺体の一時

保存を除く。）を行うこと。 

２ 救助に関し地方公共団体以外の団体又は個人がする協力の連絡

調整に関すること。 

３ 主として赤十字奉仕団の組織を通じ、各種赤十字奉仕団の特性

と能力に応じて炊き出し、物資配給、避難所作業、血液及び緊急

物資の輸送、安否調査、通信連絡並びに義援金品の募集、配分に

協力すること。 

  

１ 1-14 ７ 指定公共機関 

機関の名称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

東 京 ガ ス （ 株 ） 

東京ガスネットワーク(株) 

１ ガス供給施設（製造施設も含む）の建設及び安全保安に関する

こと。 

２ ガスの供給の確保に関すること。 

  

７ 指定公共機関 

機関の名称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

東京ガスネットワーク(株) 

埼 玉 支 社 

１ ガス供給施設の建設及び安全保安に関すること。 

２ ガスの供給の確保に関すること。 
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編 頁 改 定 案 現 行 

２ 2-1-4 

～ 

2-1-5 

（２） 防災関係機関の応援協定 

区 分 協     定     名 協 定 締 結 機 関 

食料品 

・給水 

等 

緊急時における物資の供給に関する協定書 ㈱セキ薬品 

連絡・情

報 発 信

等 

広域停電事故による上尾市防災行政無線の使用に関する協

定 

東京電力パワーグリッド㈱埼玉総支

社 

ラ イ フ

ラ イ ン

等 

緊急速報発信ツールの活用に関する協定 東京ガス㈱埼玉支社 

災害時における停電復旧の連携等に関する基本協定 
東京電力パワーグリッド㈱埼玉総支

社 

  

 

（２） 防災関係機関の応援協定 

区 分 協     定     名 協 定 締 結 機 関 

食料品 

・給水 

等 

（協定の追加）  

連絡・情

報 発 信

等 

広域停電事故による上尾市防災行政無線の使用に関する協

定 
東京電力㈱ 上尾営業所 

ラ イ フ

ラ イ ン

等 

緊急速報発信ツールの活用に関する協定 東京ガスネットワーク㈱埼玉支社 

災害時における停電復旧の連携等に関する基本協定 東京電力パワーグリッド㈱ 

 

 

２ 2-1-8 ６ 自主防災組織の整備 

(１) 組織の結成 

本市では、市内114の事務区すべてに自主防災組織（116団体）が結成されている。 

 

６ 自主防災組織の整備 

(１) 組織の結成 

本市では、市内114の事務区すべてに自主防災組織（117団体）が結成されている。 

 

２ 2-1-13 

第２節 防災教育計画 

総務部（危機管理防災課） 消防本部 学校教育部（学校保健課） 

 

 

第２節 防災教育計画 

総務部（危機管理防災課） 消防本部 学校教育部（学務課・指導課） 

 

 

２ 2-1-13 

～ 

2-1-14 

１ 市職員に対する防災教育 

(３) 職員への研修 

市は、災害応急対策業務に従事する又は従事する可能性がある職員に対し、災害対応能力の向上を目的

とした各種研修を実施する。 

なお、研修の企画にあたっては、必要に応じ、男女共同参画・要配慮者など多様な視点を踏まえること

とする。 

(４) 防災機器操作の習熟 

災害用救助資機材、浄水器等、防災活動に必要な機器の基本的操作の習熟や救命のための研修を実施す

る。 

(５) 防災行動計画（タイムライン）の作成 

市は、災害時に発生する状況を予め想定し、各機関が実施する災害対応を時系列で整理した防災行動計

画（タイムライン）を作成するよう努める。また、災害対応の検証等を踏まえ、必要に応じて同計画の見

直しを行うとともに、平時から訓練や研修等を実施し、同計画の効果的な運用に努める。 

 

 

 

１ 市職員に対する防災教育 

(３) 研修会及び講演会等の実施 

学識経験者、防災関係機関の担当者等を講師又は指導者として招き、研修会及び講演会等を実施する。 

 

 

 

(４) 防災機器操作の習熟 

災害用救助資機材、浄水器等、防災活動に必要な機器の基本的操作の習熟や救命のための研修を実施す

る。 

（新設） 

 



5 

編 頁 改 定 案 現 行 

２ 2-1-15 ３ 学校教育における防災教育 

学校の安全教育の一環として、ホームルームや学校行事を中心に、特に避難、発災時の危険及び安全な行

動の仕方について、教育活動全体で地域社会の実情及び児童生徒の発達段階や経験に即して以下の指導を

行う。 

なお、学校における消防団員・水防団・自主防災組織・防災士等が参画した体験的・実践的な防災教育の

推進に努める。 

 

 

３ 学校教育における防災教育 

学校の安全教育の一環として、ホームルームや学校行事を中心に、特に避難、発災時の危険及び安全な行

動の仕方について、教育活動全体で地域社会の実情及び児童生徒の発達段階や経験に即して以下の指導を

行う。 

 

２ 2-1-25 １ 防災活動拠点の整備 

(２) 耐震化の推進 

災害時に市本部が設置され、災害時の防災中枢拠点となる市本庁舎、防災副拠点となる上尾市文化セン

ター・市民体育館・上平公園、防災地区拠点、拠点避難所・避難所その他公共施設（第３編第１章第１節

１公共建築物等をいう。）については、耐力度調査や耐震診断を実施し、その調査結果をもとに補強工事

等を行い、非構造部材を含め、耐震化を図る。 

 

 

１ 防災活動拠点の整備 

(２) 耐震化の推進 

災害時に市本部が設置され、災害時の防災中枢拠点となる市本庁舎、防災副拠点となる上尾市文化セン

ター・市民体育館・上平公園、防災地区拠点、拠点避難所・避難所その他公共施設（第３編第１章第１節

１公共建築物等をいう。）については、耐力度調査や耐震診断を実施し、その調査結果をもとに補強工事

等を行い、耐震化を図る。 

 

２ 2-1-26 ２ 緊急輸送ネットワークの整備 

(２) 市による緊急輸送道路の指定 

市は、災害時に効率的な緊急輸送が実施できるよう、埼玉県緊急輸送ネットワーク計画及び埼玉県地域

防災計画と整合の上、市域の県指定緊急輸送道路と市の防災活動拠点及び緊急輸送拠点を結ぶ道路、また

市の防災活動拠点及び緊急輸送拠点を結ぶ道路を市の緊急輸送道路として指定し、沿道建築物の耐震化

の促進や拡幅等の必要な整備を推進する。 

 

 

２ 緊急輸送ネットワークの整備 

(２) 市による緊急輸送道路の指定 

市は、災害時に効率的な緊急輸送が実施できるよう、市域の県指定緊急輸送道路と市の防災活動拠点を

結ぶ市道、また市の防災活動拠点同士を結ぶ市道を市の緊急輸送道路として指定し、拡幅等の必要な整備

を推進する。 

 

２ 2-1-28 １ 通信設備の現況 

(１) 有線電話設備（市役所本庁舎） 

ウ 災害時公設公衆電話：148回線（48箇所の指定避難所及び市役所本庁舎に設置） 

 

 

１ 通信設備の現況 

(１) 有線電話設備（市役所本庁舎） 

ウ 災害時公設公衆電話：148回線（50箇所の指定避難所に設置） 

 

２ 2-1-29 ３ 情報収集伝達体制の整備 

(２) 情報伝達体制の整備 

市は、避難所、市出先機関、市防災活動拠点、地域住民、事業所等に対し、被害状況等の災害情報、緊

急地震速報等を迅速に伝達するための体制を整備する。その際、防災行政無線、市広報車、アマチュア無

線、タクシー無線、ＣＡＴＶシステム、市ホームページ、市メールマガジン、Yahoo!防災速報アプリ、X

（旧Twitter）・LINE等公式ソーシャルメディア、緊急速報エリアメール、Ｌアラート（災害情報共有）、

あげお防災ホットライン（電話による一斉情報伝達）、ＦＭ文字多重放送、道路情報表示板等を有効に活

用する。 

 

 

 

３ 情報収集伝達体制の整備 

(２) 情報伝達体制の整備 

市は、避難所、市出先機関、市防災活動拠点、地域住民、事業所等に対し、被害状況等の災害情報、緊

急地震速報等を迅速に伝達するための体制を整備する。その際、防災行政無線、市広報車、アマチュア無

線、タクシー無線、ＣＡＴＶシステム、市ホームページ、市メールマガジン、Yahoo!防災速報アプリ、

Twitter・LINE等公式ソーシャルメディア、緊急速報エリアメール、Ｌアラート（災害情報共有）、あげお

防災ホットライン（電話による一斉情報伝達）、ＦＭ文字多重放送、道路情報表示板等を有効に活用する。 
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２ 2-1-30 ３ 情報収集伝達体制の整備 

(３) 災害通信施設の整備 

オ 市ホームページ、メールマガジン、Yahoo!防災速報アプリ、X（旧Twitter）・LINE等の公式ソーシャ

ルメディアの活用 

災害時に災害情報の提供や市民への協力依頼等の広報手段として、市ホームページ、市メールマガジ

ン、Yahoo!防災速報アプリ、X（旧Twitter）・LINE等の公式ソーシャルメディア、Ｌアラート（災害情

報共有）、あげお防災ホットライン（電話による一斉情報伝達）を積極的に活用する。 

 

 

３ 情報収集伝達体制の整備 

(３) 災害通信施設の整備 

オ 市ホームページ、メールマガジン、Yahoo!防災速報アプリ、Twitter・LINE等の公式ソーシャルメデ

ィアの活用 

災害時に災害情報の提供や市民への協力依頼等の広報手段として、市ホームページ、市メールマガジ

ン、Yahoo!防災速報アプリ、Twitter・LINE等の公式ソーシャルメディア、Ｌアラート（災害情報共有）、

あげお防災ホットライン（電話による一斉情報伝達）を積極的に活用する。 

 

２ 2-1-33 ２ 避難場所等の整備 

(１) 避難場所等の体系化 

カ 福祉避難所 

要配慮者の円滑な利用の確保、要配慮者が相談し、又は助言その他の支援を受けることができる体制

が整備されており、また、医療的ケアを必要とする者に対しては、人工呼吸器や吸引器等の医療機器の

電源の確保等の必要な配慮がなされている避難所として、福祉避難所を整備する。 

 

 

２ 避難場所等の整備 

(１) 避難場所等の体系化 

カ 福祉避難所 

要配慮者の円滑な利用の確保、要配慮者が相談し、又は助言その他の支援を受けることができる体制

が整備されている避難所として、福祉避難所を整備する。 

 

２ 2-1-34 ２ 避難場所等の整備 

(３)  指定緊急避難場所及び避難所標識の整備 

イ 誘導標識の整備 

設置した誘導標識の維持管理を実施するとともに、多様な言語の標示やピクトグラムの活用等によ

り、外国人へ配慮した整備に努める。また、指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合は、

日本産業規格に基づく災害種別一般図記号を使用して、どの災害の種別に対応した避難場所であるか

を明示するように努めるとともに、適切な避難誘導が実施できるよう配置の見直しを検討する。 

 

 

２ 避難場所等の整備 

(３)  指定緊急避難場所及び避難所標識の整備 

イ 誘導標識の整備 

設置した誘導標識の維持管理を実施するとともに、多様な言語の標示やピクトグラムの活用等によ

り、外国人へ配慮した整備に努める。また、指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合は、

日本工業規格に基づく災害種別一般図記号を使用して、どの災害の種別に対応した避難場所であるか

を明示するように努めるとともに、適切な避難誘導が実施できるよう配置の見直しを検討する。 

 

２ 2-1-36 ４ 避難所の運営 

(４) 避難所は、高齢者、乳幼児、障害者などや女性、性的少数者（ＬＧＢＴＱ）等に配慮して運営する。 

 

 

４ 避難所の運営 

(４) 避難所は、高齢者、乳幼児、障害者などや女性、性的少数者（ＬＧＢＴ）等に配慮して運営する。 

 

２ 2-1-36 ４ 避難所の運営 

(５) 避難所の良好な生活環境の継続的な確保のために、専門家・NPO・ボランティア等との定期的な情報交

換に努める。 

 

（新設） 

 

２ 2-1-43 (３) 応急給水資機材の備蓄並びに調達体制の整備 

ア 基本事項 

(オ) 備蓄場所 

上平公園、小・中学校等の防災備蓄倉庫、上下水道部庁舎に備蓄している。今後とも必要な応急給

水資機材を備蓄していく。 

 

(３) 応急給水資機材の備蓄並びに調達体制の整備 

ア 基本事項 

(オ) 備蓄場所 

上平公園、小・中学校等の防災備蓄倉庫に備蓄している。今後とも必要な応急給水資機材を備蓄し

ていく。 
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２ 2-1-47 １ 医療情報の連絡体制の整備 

●医療体制の収集伝達体制 

埼 玉 県 医 師 会 
 

埼玉県災害対策本部 
   

    

        

医療救護ﾏﾈ ｼ ﾞ ﾒ ﾝ ﾄ ｾ ﾝ ﾀ ｰ 

(一社)上尾市医師会 

(一社)北足立歯科医師会 

(一社)上尾伊奈地域薬剤師会 

 上  尾  市  役  所  
埼玉県鴻巣保健所 

 上尾市災害対策本部  

      

      
防 災 地 区 拠 点 

      

        

医  療  機  関  

医 療 救 護 所 

（医師等による医療救護班） 

 

東 保 健 セ ン タ ー 

  

    

  

  

拠 点 避 難 所 

応 急 救 護 所 

  

   
避 難 所 

   

      

 

 

１ 医療情報の連絡体制の整備 

●医療体制の収集伝達体制 

埼 玉 県 医 師 会 
 

埼玉県災害対策本部 
   

    

        

医療救護ﾏﾈ ｼ ﾞ ﾒ ﾝ ﾄ ｾ ﾝ ﾀ ｰ 

(一社)上尾市医師会 

(一社)北足立歯科医師会 

(一社)上尾伊奈地域薬剤師会 

 上  尾  市  役  所  
埼玉県鴻巣保健所 

 上尾市災害対策本部  

      

      
防 災 地 区 拠 点 

      

        

医  療  機  関 

医 療 救 護 所 

（医師等による医療救護班） 

 
東 保 健 セ ン タ ー 

救護・保健活動班 

  

    

  

  

拠 点 避 難 所 

応 急 救 護 所 

  

   
避 難 所 

   

      

 

 

２ 2-1-49  

災害時のヘリポート（場外離発着場） 

施 設 名 所   在   地 

平方スポーツ広場 平方1185 

 

 

 

災害時のヘリポート（場外離発着場） 

施 設 名 所   在   地 

さいたま水上公園（県の臨時ヘリポート） 日の出４丁目 

平方スポーツ広場 平方1185 
 

２ 2-1-50 ドクターヘリコプターのヘリポート（場外離発着場） 

施 設 名 所   在   地 

県立上尾南高校 中新井585 

県立鷹の台高校 原市2800 

平方スポーツ広場 平方1185 

上平公園多目的広場 菅谷16 

市立中央小学校 上町1-15-4 

市立富士見小学校 柏座4-3-8 

市立瓦葺小学校 瓦葺2260 

市立大石南中学校 小敷谷1105 

浅間台大公園 浅間台3-35 

 

 

ドクターヘリコプターのヘリポート（場外離発着場） 

施 設 名 所   在   地 

上尾運動公園陸上競技場サブグランド 愛宕3-28 

県立上尾南高校 中新井585 

県立鷹の台高校 原市2800 

平方スポーツ広場 平方1185 

上平公園多目的広場 菅谷16 

小泉氷川山公園 小泉8-1 

市立中央小学校 上町1-15-4 

市立富士見小学校 柏座4-3-8 

市立瓦葺小学校 瓦葺2260 

市立大石南中学校 小敷谷1105 

浅間台大公園 浅間台3-35 
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２ 2-1-59 ３ 避難行動要支援者名簿の作成と計画策定 

市は、防災担当部局と福祉担当部局との連携の下、～在宅の避難行動要支援者の所在、緊急連絡先等を把

握するよう努める。 

なお、避難行動要支援者名簿の作成にあたっては、情報の更新や関係者間での共有等を実施しやすくする

ため、デジタル技術の活用に努める。 

 

３ 避難行動要支援者名簿の作成と計画策定 

市は、防災担当部局と福祉担当部局との連携の下、～在宅の避難行動要支援者の所在、緊急連絡先等を把

握するよう努める。 

 

 

２ 2-2-6  

部・室 
職 制 

課・班 所掌事務 
部長 副部長 課・班長 

子ども

未来部 

子ども未

来部長 

子ども未

来部次長 

発達支援

相談セン

ター長 

発達支援相

談センター 

１ 発達支援相談センター来館者の安

全確保及び避難誘導に関すること 

２ 福祉避難所の応援に関すること 

３ 発達支援相談センターの点検・応

急措置に関すること 

４ 発達支援相談センターの災害復旧

に関すること 

５ つくし学園の園児の被災状況把

握・安否確認に関すること 

６ つくし学園の園児の保護者への引

き渡しに関すること 

 

 

 

部・室 
職 制 

課・班 所掌事務 
部長 副部長 課・班長 

子ども

未来部 

子ども未

来部長 

子ども未

来部次長 

発達支援

相談セン

ター長 

発達支援相

談センター 

１ 発達支援相談センター来館者の安

全確保及び避難誘導に関すること 

２ 福祉避難所の応援に関すること 

３ 発達支援相談センター、つくし学

園の点検・応急措置に関すること 

４ 発達支援相談センター、つくし学

園の災害復旧に関すること 

５ つくし学園の園児の被災状況把

握・安否確認に関すること 

６ つくし学園の園児の保護者への引

き渡しに関すること 

 

 

２ 2-2-6 

2-2-7 

 

部・室 
職 制 

課・班 所掌事務 
部長 副部長 課・班長 

健康福

祉部 

健康福祉

部長 

健康福祉

部次長 

障害福祉

課長 

障害福祉課 １ 被災した障害者の支援に関するこ

と 

（略） 

 

   高齢介護

課長 

高齢介護課 １ 被災した高齢者の支援に関するこ

と 

２ 老人福祉施設等の点検・応急措置

に関すること 

（略） 

 

 

 

 

部・室 
職 制 

課・班 所掌事務 
部長 副部長 課・班長 

健康福

祉部 

健康福祉

部長 

健康福祉

部次長 

障害福祉

課長 

障害福祉課 １ 障害福祉の援護防ぎょに関するこ

と 

（略） 

 

   高齢介護

課長 

高齢介護課 １ 高齢者福祉の援護防ぎょに関する

こと 

２ 老人福祉施設等の点検・応急復旧

に関すること 

（略） 
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２ 2-2-8  

部・室 
職 制 

課・班 所掌事務 
部長 副部長 課・班長 

市民生

活部 

市民生活

部長 

市民生活

部次長 

人権男女

共同参画

課長 

人権男女共

同参画課 

（男女共同

参画推進セ

ンターを含

む） 

１ 男女共同参画の視点に立った避難

所運営等に関すること 

２ 災害時における女性・性的少数者

（ＬＧＢＴＱ）・その他人権問題に関

すること 

 

 

 

 

 

部・室 
職 制 

課・班 所掌事務 
部長 副部長 課・班長 

市民生

活部 

市民生活

部長 

市民生活

部次長 

人権男女

共同参画

課長 

人権男女共

同参画課 

（男女共同

参画推進セ

ンターを含

む） 

１ 男女共同参画の視点に立った避難

所運営等に関すること 

２ 災害時における女性・性的少数者

（ＬＧＢＴ）・その他人権問題に関す

ること 

 

 

 

２ 2-2-11  

部・室 
職 制 

課・班 所掌事務 
部長 副部長 課・班長 

消防本

部 

（消防

本部・

署） 

消防長 東消防署

長 

管理課長 

消防第一

課長 

消防第二

課長 

原市分署

長 

上平分署

長 

伊奈分署

長 

東消防署 

-管理課 

-消防第一

課 

-消防第二

課 

-原市分署 

-上平分署 

-伊奈分署 

１ 現地調査に関すること 

２ 災害警戒に関すること 

３ 救出、救助に関すること 

４ 火災及び水防に関すること 

 

 

 

 

 

部・室 
職 制 

課・班 所掌事務 
部長 副部長 課・班長 

消防本

部 

（消防

本部・

署） 

消防長 東消防署

長 

管理課長 

消防第一

課長 

消防第二

課長 

原市分署

長 

上平分署

長 

東消防署 

-管理課 

-消防第一

課 

-消防第二

課 

-原市分署 

-上平分署 

１ 現地調査に関すること 

２ 災害警戒に関すること 

３ 救出、救助に関すること 

４ 火災及び水防に関すること 

 

 

 

２ 2-2-24 ４ 知事等への応援要請等 

 

要請の内容 事        項 備   考 

近隣市町との消防相互応

援協定、埼玉県下消防相

互応援協定又は緊急消防

援助隊の応援要請 

本章第11節「消防活動計画」参照 
消防組織法第39条 

消防組織法第44条 

 

 

４ 知事等への応援要請等 

 

要請の内容 事        項 備   考 

緊急消防援助隊派遣の要

請 
本章第11節「消防活動計画」参照 

消防組織法第39条 

消防組織法第44条 
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編 頁 改 定 案 現 行 

２ 2-2-30 (４) 記録的短時間大雨情報 

大雨警報発表中に数年に一度程度しか発生しないような猛烈な雨（1時間雨量）が観測（地上の雨量計

による観測）又は解析（気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析）され、かつ、キキクル（危険

度分布）の「危険」（紫）が出現している場合に、気象庁から発表される。 

 

 

(４) 記録的短時間大雨情報 

記録的短時間大雨情報は、県内で大雨警報発表中の二次細分区域において、キキクルの「非常に危険」

（うす紫）が出現し、かつ数年に一度程度しか発生しないような猛烈な雨（１時間雨量）が観測(地上の

雨量計による観測)又は解析(気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析)されたときに、気象庁か

ら発表される。この情報が発表されたときは、土砂災害及び低地の浸水や中小河川の増水・氾濫による災

害発生につながるような猛烈な雨が降っている状況であり、実際に災害発生の危険度が高まっている場

所をキキクルで確認する必要がある。 

 

２ 2-2-34 (７) 消防法第２２条に基づく火災気象通報及び火災警報 

 

(７) 消防法に基づく火災気象通報及び火災警報 

 

２ 2-2-38 
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編 頁 改 定 案 現 行 

２ 2-2-41 

 

 

 

 

２ 2-2-43 ４ 災害情報の収集 

(５) 一般建築物被害の情報収集 

イ 初動期以降の建築物被害調査 

被害状況調査担当課（建築安全課）は、初動期の建築物被害調査をもとに、被災した建築物の応急危

険度判定を実施し、被害調査の結果をまとめる。 

 

４ 災害情報の収集 

(５) 一般建築物被害の情報収集 

イ 初動期以降の建築物被害調査 

被害状況調査担当課（都市計画課・市街地整備課・建築安全課・開発指導課）は、被災した建築物外

観の被害状況を目視により全域全棟被害調査を実施し、被害調査の結果から被災台帳を作成し、り災者

証明の基本台帳とする。 
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編 頁 改 定 案 現 行 

２ 2-2-47 １ 災害情報通信に使用する通信施設 

(２) 通信施設の種類 

ウ 市防災行政無線（固定系） 

 

 

１ 災害情報通信に使用する通信施設 

(２) 通信施設の種類 

ウ 市防災行政無線（固定系・移動系） 

 

２ 2-2-50 ２ 市民への広報活動 

(１) 災害発生直後の広報 

ア 災害発生直後の広報内容 

(サ) 安否不明者等の氏名等公表 

 

 

（新設） 

２ 2-2-51 ２ 市民への広報活動 

(１) 災害発生直後の広報 

イ 発災直後の広報手段 

(エ) 市ホームページ、市メールマガジン、Yahoo!防災速報アプリ、X（旧Twitter）・LINE等の公式ソー

シャルメディア、Ｌアラート（災害情報共有システム）、緊急速報エリアメール、あげお防災ホット

ライン（電話による一斉情報伝達）ほか、各支所・出張所での情報提供による広報 

 

 

２ 市民への広報活動 

(１) 災害発生直後の広報 

イ 発災直後の広報手段 

(エ) 市ホームページ、市メールマガジン、Yahoo!防災速報アプリ、Twitter・LINE等の公式ソーシャル

メディア、Ｌアラート（災害情報共有システム）、緊急速報エリアメール、あげお防災ホットライン

（電話による一斉情報伝達）ほか、各支所・出張所での情報提供による広報 

 

２ 2-2-52 ２ 市民への広報活動 

(２) 生活関連情報などの広報 

イ 生活関連情報などの広報手段 

区    分 広   報   手   段 

避難所の市民への

広報 

６ その他（市ホームページ、Yahoo!防災速報アプリ、X（旧Twitter）・

LINE等公式ソーシャルメディア） 

避難所外の市民へ

の広報 

３ その他（市ホームページ、Yahoo!防災速報アプリ、X（旧Twitter）・

LINE等公式ソーシャルメディア） 

市外避難者への 

広報 

２ その他（市ホームページ、Yahoo!防災速報アプリ、X（旧Twitter）・

LINE等公式ソーシャルメディア）、広報紙の市外郵送サービス等の

実施 

 

 

２ 市民への広報活動 

(２) 生活関連情報などの広報 

イ 生活関連情報などの広報手段 

区    分 広   報   手   段 

避難所の市民への

広報 

６ その他（市ホームページ、Yahoo!防災速報アプリ、Twitter・LINE

等公式ソーシャルメディア） 

避難所外の市民へ

の広報 

３ その他（市ホームページ、Yahoo!防災速報アプリ、Twitter・LINE

等公式ソーシャルメディア） 

市外避難者への 

広報 

２ その他（市ホームページ、Yahoo!防災速報アプリ、Twitter・LINE

等公式ソーシャルメディア）、広報紙の市外郵送サービス等の実施 

 

 

２ 2-2-52 ２ 市民への広報活動 

(３) 要配慮者への広報活動 

ア 障害者への広報 

聴覚障害者に対しては、文字情報（市ホームページ、Yahoo!防災速報アプリ、X（旧Twitter）・LINE

等の公式ソーシャルメディア、広報紙、掲示物、ＦＡＸ）やテレビでの文字放送、手話放送テロップ等

により広報に努める。 

 

 

２ 市民への広報活動 

(３) 要配慮者への広報活動 

ア 障害者への広報 

聴覚障害者に対しては、文字情報（市ホームページ、Yahoo!防災速報アプリ、Twitter・LINE等の公

式ソーシャルメディア、広報紙、掲示物、ＦＡＸ）やテレビでの文字放送、手話放送テロップ等により

広報に努める。 
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編 頁 改 定 案 現 行 

２ 2-2-53 ２ 市民への広報活動 

(４) 災害用伝言ダイヤル等の活用方法の周知 

発災時には、電話がかかりにくい場合でも、被災者が家族などに安否等を伝えることができる「災害用

伝言ダイヤル１７１・災害用伝言板（web171）（東日本電信電話（株）提供）」、「災害用伝言板（携帯電話

事業者提供）」等が開設されるので、活用方法を市ホームページ、Yahoo!防災速報アプリ、X（旧Twitter）・

LINE等の公式ソーシャルメディア、臨時広報紙への掲載、市役所・避難所等への掲示等により、市民に周

知する。 

 

 

２ 市民への広報活動 

(４) 災害用伝言ダイヤル等の活用方法の周知 

発災時には、電話がかかりにくい場合でも、被災者が家族などに安否等を伝えることができる「災害用

伝言ダイヤル１７１・災害用伝言板（web171）（東日本電信電話（株）提供）」、「災害用伝言板（携帯電話

事業者提供）」等が開設されるので、活用方法を市ホームページ、Yahoo!防災速報アプリ、Twitter・LINE

等の公式ソーシャルメディア、臨時広報紙への掲載、市役所・避難所等への掲示等により、市民に周知す

る。 

 

２ 2-2-62 ４ 他の消防機関に対する応援要請 

(３) 緊急消防援助隊の応援要請 

市長は、大規模災害や特殊な災害が発生し、市の消防力だけでは対応できないと判断した場合、次の事

項を明らかにして緊急消防援助隊の応援要請をする。派遣される緊急消防援助隊との活動内容の調整に

ついては、消防本部に設置される指揮本部及び市に配置される緊急消防援助隊の指揮支援隊長との間で

行う。 

 

 

４ 他の消防機関に対する応援要請 

(３) 緊急消防援助隊の応援要請 

市長は、大規模災害や特殊な災害が発生し、市の消防力だけでは対応できないと判断した場合、次の事

項を明らかにして緊急消防援助隊の応援要請をする。派遣される緊急消防援助隊との活動内容の調整に

ついては、消防本部に設置される警防本部及び市に配置される緊急消防援助隊の指揮支援隊長との間で

行う。 

 

２ 2-2-70 (２) 避難指示の実施 

ア 指示 

(ア) 市長及び水防管理者（市長） 

市長及び水防管理者（市長）は、火災、洪水等の事態が発生し、又は発生するおそれがあり、市民

の生命、身体に危険を及ぼすと認めるときは、危険地域の住民に対し、速やかに立退きの指示を行う

とともに、関係機関に通知又は連絡する。避難指示等の発令にあたっては、必要に応じて気象防災ア

ドバイザー等の専門家の技術的な助言等を活用し、適切に判断を行うものとする。 

 

 

(２) 避難指示の実施 

ア 指示 

(ア) 市長及び水防管理者（市長） 

市長及び水防管理者（市長）は、火災、洪水等の事態が発生し、又は発生するおそれがあり、市民

の生命、身体に危険を及ぼすと認めるときは、危険地域の住民に対し、速やかに立退きの指示を行う

とともに、関係機関に通知又は連絡する。 

 

２ 2-2-71 (５) 発令基準及び伝達方法 

(５) 発令基準及び伝達方法 

種別 発  令  基  準 伝  達  方  法 

高齢者等避難 

【警戒レベル３】 

（略） (１) 防災行政無線、サイレン、警鐘、標識に

よるほか広報車、消防機関、水防団体によ

る周知、ラジオ、テレビ、市ホームページ、

市メールマガジン、Yahoo!防災速報アプ

リ、X（旧Twitter）・LINE等公式ソーシャ

ルメディア、緊急速報エリアメール、Ｌア

ラート（災害情報共有システム）、あげお

防災ホットライン等あらゆる広報手段を

尽くして迅速な徹底を図る。 

避難指示 

【警戒レベル４】 

（略） 

緊急安全確保 

【警戒レベル５】 

（略） 

 

 

(５) 発令基準及び伝達方法 

種別 発  令  基  準 伝  達  方  法 

高齢者等避難 

【警戒レベル３】 

（略） (１) 防災行政無線、サイレン、警鐘、標識に

よるほか広報車、消防機関、水防団体によ

る周知、ラジオ、テレビ、市ホームページ、

市メールマガジン、Yahoo!防災速報アプ

リ、Twitter・LINE等公式ソーシャルメデ

ィア、緊急速報エリアメール、Ｌアラート

（災害情報共有システム）、あげお防災ホ

ットライン等あらゆる広報手段を尽くし

て迅速な徹底を図る。 

避難指示 

【警戒レベル４】 

（略） 

緊急安全確保 

【警戒レベル５】 

（略） 
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編 頁 改 定 案 現 行 

２ 2-2-77 ２ 避難所の開設・運営 

(２) 避難所の運営 

ア 避難所の運営体制の確立 

避難所の運営は、「上尾市避難所運営マニュアル」に基づき、避難者自身による自主運営を基本とす

る。なお、避難所運営体制には、女性の参画を推進し、避難所の運営に際しては、女性の意見を積極的

に取り入れるとともに、男女、性的少数者（ＬＧＢＴＱ）等のニーズの違いに的確な対応を行い、要配

慮者 

等に配慮した避難所の運営体制を確立する。 

 

２ 避難所の開設・運営 

(２) 避難所の運営 

ア 避難所の運営体制の確立 

避難所の運営は、「上尾市避難所運営マニュアル」に基づき、避難者自身による自主運営を基本とす

る。なお、避難所運営体制には、女性の参画を推進し、避難所の運営に際しては、女性の意見を積極的

に取り入れるとともに、男女、性的少数者（ＬＧＢＴ）等のニーズの違いに的確な対応を行い、要配慮

者等に配慮した避難所の運営体制を確立する。 

 

２ 2-2-79 ２ 避難所の開設・運営 

(３) 避難所管理運営上の留意事項 

イ 要配慮者や女性及び性的少数者（ＬＧＢＴＱ）の避難者や子育て家庭のニーズ等に配慮し、男女別更

衣室（更衣室内にパーティション等の目隠しを設ける）、男女別トイレ、バリアフリートイレ、授乳室、

クールダウンスペース等を開設当初から設置して運営するように努める。 

 

２ 避難所の開設・運営 

(３) 避難所管理運営上の留意事項 

イ 要配慮者や女性及び性的少数者（ＬＧＢＴ）の避難者や子育て家庭のニーズ等に配慮し、男女別更衣

室（更衣室内にパーティション等の目隠しを設ける）、男女別トイレ、バリアフリートイレ、授乳室、

クールダウンスペース等を開設当初から設置して運営するように努める。 

 

２ 2-2-87 ２ 安否不明者等の氏名等公表 

市は、県や救出・救助活動を実施する警察・消防機関と緊密に連携し、人命を最優先とした効果的かつ円

滑な災害対応を実施するため、災害発生時における安否不明者や行方不明者、死者の氏名等の公表を「災害

時における安否不明者等の氏名等に関する公表方針」に基づいて行うものとする。 

３ 遺体の処理 

４ 遺体の埋・火葬 

５ 救助法適用時の費用等 

 

（新設） 

２ 2-2-93 

2-2-94 

２ 社会福祉施設等入所者の安全確保 

洪水浸水想定区域内の要配慮者関連施設 

NO 施  設  名  称 所  在  地 電話番号 

49 平方小学童保育所 上尾市平方1346-1 平方小学校内 048-725-3133 

53 平方東学童保育所 上尾市平方4294-1 048-726-1229 

82 若竹ホーム 上尾市小敷谷335 048-781-7323 

 

 

２ 社会福祉施設等入所者の安全確保 

洪水浸水想定区域内の要配慮者関連施設 

NO 施  設  名  称 所  在  地 電話番号 

49 平方西学童保育所 上尾市平方1623-1 048-725-3133 

53 平方学童保育所 上尾市平方4294-1 048-726-1229 

82 若竹ホーム 上尾市小敷谷335 048-781-7273 

 

 

２ 2-2-103 ２ 被災住宅の応急修理 

(１) 修理戸数の決定 

市は、被災者台帳により修理戸数を把握する。 

 

２ 被災住宅の応急修理 

(１) 修理戸数の決定 

市は、被害状況、応急危険度判定結果等により修理戸数を決定する。 

 

２ 2-2-104 ２ 被災住宅の応急修理 

(５) 応急修理の期間 

原則災害発生の日から３か月以内に応急修理を完了する。 

 

（新設） 
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２ 2-2-108 ４ 文化財の応急対策 

災害時の文化財の被害は、文化財の材質、形状等によって異なるため、それらに対応した迅速かつ適切な

対応が必要となる。 

所有者、管理者、その他関係機関は、見学者等の安全を図ると同時に、文化財の保護対策に万全を期する。 

 

 

４ 文化財の応急対策 

災害時の文化財の被害は、文化財の材質、形状等によって異なるため、それらに対応した迅速かつ適切な

対応が必要となる。 

所有者、管理者、その他関係機関は、入場者等の安全を図ると同時に、文化財の保護対策に万全を期する。 

 

２ 2-2-112 ２ 緊急輸送道路の確保 

(１) 本市指定緊急輸送道路 

本市は、次の道路を緊急輸送道路として指定する。 

これらの指定道路は、交通規制、障害物の除去等の道路啓開を、市内業者との間に締結した災害協定に

基づき実施し、緊急輸送道路を確保する。なお、市指定緊急輸送道路のなかで、市以外の道路管理者が管

理する道路の場合、あらかじめ協議する。 

 

 

２ 緊急輸送道路の確保 

(１) 本市指定緊急輸送道路 

本市は、次の道路を緊急輸送道路として指定する。 

これらの指定道路は、交通規制、障害物の除去等を市内業者との間に締結した防災協定に基づき実施

し、緊急輸送道路を確保する。なお、市指定緊急輸送道路のなかで、市以外の道路管理者が管理する道路

の場合、あらかじめ協議する。 

 

２ 2-2-116 ２ ボランティア受入対策 

大規模災害が発生した場合、多数のボランティアが救援活動に駆けつけることが予想される。そのため、

ボランティア活動が円滑に実施されるよう、総合福祉センター及びイコス上尾に設置する災害ボランティ

アセンターと緊密な連携を図り、ボランティアの受入れ、支援ニーズとボランティア活動のマッチング等ボ

ランティア活動支援のための対策を講ずる。 

 

 

２ ボランティア受入対策 

大規模災害が発生した場合、多数のボランティアが救援活動に駆けつけることが予想される。そのため、

ボランティア活動が円滑に実施されるよう、総合福祉センター及びイコス上尾に設置する災害ボランティ

アセンターと緊密な連携を図り、ボランティアの受入れ、調整等ボランティア活動支援のための対策を講ず

る。 

 

２ 2-2-118 ２ 災害派遣要請の要求 

(２) 連絡（通知）先 

イ 自衛隊 

部隊名（駐屯地等） 
連絡責任者 

電話番号 
時 間 内 時 間 外 

陸上自衛隊第32普通科連隊（大

宮） 
第 ３ 科 長 部隊当直司令 

(048)663-4241～5 

内 線  435 

時間外  402 

 

 

 

２ 災害派遣要請の要求 

(２) 連絡（通知）先 

イ 自衛隊 

部隊名（駐屯地等） 
連絡責任者 

電話番号 
時 間 内 時 間 外 

陸上自衛隊第32普通科連隊（大

宮） 
第 ３ 科 長 部隊当直司令 

(048)663-4241 

内 線  435 

時間外  402 

 

 

２ 2-2-119  

ヘリコプター離着陸場 

施 設 名 所 在 地 発着場面積 

平方スポーツ広場 平方1185 100m×100m 

 

 

 

ヘリコプター離着陸場 

施 設 名 所 在 地 発着場面積 

さいたま水上公園（県の臨時ヘリポート） 日の出４丁目 100m×100m 

平方スポーツ広場 平方1185 100m×100m 
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2 2-3-16 ５ り災証明の発行 

り災証明は、救助法による各種施策や市税の減免を実施するに当たって必要とされる住家の被害程度に

ついて、地方自治法第２条第２項に定める地域における事務の一環として、被災者の応急的、一時的な救済

を目的に、市長が確認できる程度の被害について証明する。（資料17－５） 

(１) り災証明の対象 

り災証明は、災対法第２条第１項に規定する災害により被害を受けた住家について、以下の項目の証明

を行う。 

ア 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊、床上浸水、床下浸水 

イ 火災による全焼、半焼、水損 

(２) り災証明を行う者 

り災証明は、市長が行うものとし、り災証明書の発行事務は、行政経営部資産税課、市民税課、納税課

が担当する。 

ただし、大規模地震災害時以外の通常の火災によるり災証明は、消防長が行う。 

(３) り災証明の発行 

り災証明書は、り災証明の対象となる住家の所有者及び占有者の申請に基づき、(２)の市長又は消防長が

作成したり災証明書をこれらの者に発行することにより行う。（資料17－６） 

(４) 証明手数料 

り災証明は、証明手数料を徴収しない。 

(５) 被害住家の判定基準（(１)アに関わるもの） 

り災証明を発行するに当たっての住家被害の判定は、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」（内閣

府）に基づき、おおむね１か月以内の状況を基に行う。 

なお、市は、り災証明に必要な住家被害の判定に活用できるよう、住民に対し、住家が被災した際には、

片付けや修理の前に、住家の内外の写真を撮影することについて普及啓発を図るものとする。 

 

 

５ り災証明の発行 

り災証明は、救助法による各種施策や市税の減免を実施するに当たって必要とされる家屋の被害程度に

ついて、地方自治法第２条第２項に定める地域における事務の一環として、被災者の応急的、一時的な救済

を目的に、市長が確認できる程度の被害について証明する。（資料17－５） 

(１) り災証明の対象 

り災証明は、災対法第２条第１項に規定する災害により被害を受けた家屋について、以下の項目の証明

を行う。 

ア 全壊、大規模半壊、中規模半壊、準半壊、流失、半壊、床上浸水、一部破損、床下浸水 

イ 火災による全焼、半焼、水損 

(２) り災証明を行う者 

り災証明は、市長が行うものとし、り災証明書の発行事務は、行政経営部資産税課が担当する。 

ただし、大規模地震災害時以外の通常の火災によるり災証明は、消防長が行う。 

(３) り災証明の発行 

り災証明書は、り災証明の対象となる家屋の所有者及び占有者の申請に基づき、(２)の市長又は消防長が

作成したり災証明書をこれらの者に発行することにより行う。（資料17－６） 

(４) 証明手数料 

り災証明は、証明手数料を徴収しない。 

(５) 被害家屋の判定基準（(１)アに関わるもの） 

り災証明を発行するに当たっての家屋被害の判定は、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基

づき、１棟全体で、部位別に、表面的に、おおむね１か月以内の状況を基に、「被害家屋損害割合判定表」

により行う。 

なお、市は、り災証明に必要な家屋被害の判定に活用できるよう、住民に対し、家屋が被災した際には、

片付けや修理の前に、家屋の内外の写真を撮影することについて普及啓発を図るものとする。 

 

 

２ 2-3-16 ６ 台帳の整備 

市は、防災担当部局と福祉担当部局との連携の下、～在宅の避難行動要支援者の所在、緊急連絡先等を把

握するよう努める。被災者に対する支援状況等の情報を一元的に集約した被災者台帳を作成し、台帳の作成

に際し必要な個人情報を利用する。 

なお、被災者台帳の作成にあたっては、情報の更新や関係者間での共有等を実施しやすくするため、デジ

タル技術の活用に努める。 

 

 

６ 台帳の整備 

市は、防災担当部局と福祉担当部局との連携の下、～在宅の避難行動要支援者の所在、緊急連絡先等を把

握するよう努める。被災者に対する支援状況等の情報を一元的に集約した被災者台帳を作成し、台帳の作成

に際し必要な個人情報を利用する。 

 

 

２ 2-4-2 ５ 課題 

【参考：竜巻注意情報の概要】 

(１) 竜巻注意情報は、積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意が呼

びかけられる情報で、竜巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況になっているときに、天気予報の対

象地域と同じ発表単位（埼玉県南部など）で気象庁から発表される。 

 

 

５ 課題 

【参考：竜巻注意情報の概要】 

(１) 竜巻注意情報は、積乱雲の下で発生する竜巻等突風が発生しやすい気象状況になったと判断された場

合に、都道府県単位に発表される。 
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２ 2-6-8 ５ 道路機能の確保 

(３) 雪害時の滞留車両の乗員保護 

積雪に伴う大規模な立ち往生が発生し、滞留車両の開放に長時間を要すると見込まれる場合、乗員の生

命が脅かされる事態となることから、防災関係機関や道路管理者が連携を図りながら、滞留車両の乗員へ

の物資の提供や安全確保、避難所への一時退避支援等を行う。 

 

５ 道路機能の確保 

(３) 雪害時の滞留車両の乗員保護 

積雪に伴う大規模な立ち往生が発生し、滞留車両の開放に長時間を要すると見込まれる場合、乗員の生

命が脅かされる事態となることから、防災関係機関や道路管理者が連携を図りながら、滞留車両の乗員へ

の物資の提供、安全確保等の乗員保護支援を行う。 

 

３ 3-1-5 ５ ライフライン施設の安全化 

(２) 公共下水道施設の安全化 

令和４年度末現在、本市の行政人口に対する公共下水道普及率は、85.1％となっている。 

 

５ ライフライン施設の安全化 

(２) 公共下水道施設の安全化 

令和２年度末現在、本市の行政人口に対する公共下水道普及率は、83.6％となっている。 

 

３ 3-1-5 ５ ライフライン施設の安全化 

(２) 公共下水道施設の安全化 

ア 施設の安全化 

(ウ) 公共下水道管の破損などで水洗トイレが機能しなくなった場合の代替え施設として、マンホール

トイレを整備している。このマンホールトイレは災害用トイレとしても活用できるよう、避難所に整

備を推進していく。（資料12－２） 

 

５ ライフライン施設の安全化 

(２) 公共下水道施設の安全化 

ア 施設の安全化 

(ウ) 防災活動拠点等整備計画に基づき、災害用マンホールトイレ整備を推進していく。（資料12－２） 

 

３ 3-1-9 ５ 盛土による災害の予防対策 

(１) 危険が確認された盛土に対する是正指導 

県、市は盛土による災害防止に向けた総点検等を踏まえ、危険が確認された盛土について、各法令に基

づき、速やかに撤去命令等の是正指導を行う。 

(２) 県からの助言 

市は、当該盛土について、対策が完了するまでの間に、地域防災計画や避難情報の発令基準等の見直し

が必要になった場合には、県から適切な助言や支援を受ける。 

 

（新設） 

 

３ 3-1-11 ２ 初期消火体制の充実強化 

(２) 消防力の強化 

ア 消防署の強化 

消防庁舎の耐震化や感染防止対策を行い、消防装備の充実強化を図るとともに、消防職員の増員や資

質の向上に努めるなど消防力の強化を図る。また、消防庁舎の非常用発電設備について計画的な更新を

図るものとする。 

 

２ 初期消火体制の充実強化 

(２) 消防力の強化 

ア 消防署の強化 

消防庁舎の耐震化や消防装備の充実強化を図るとともに、消防職員の増員や資質の向上に努めるな

ど消防力の強化を図る。また、消防庁舎の非常用発電設備について計画的な更新を図るものとする。 

 

３ 3-1-14 ２ 自主防災組織等の充実強化 

(２) 自主防災組織の育成 

本市では、主に自治会等を単位に116団体、地区単位に12の連合会及びこれらを１つに集約した自主防

災連合会連絡協議会（平成24年６月設立）が結成されているが、さらに相互の連携を図り積極的に防災力

の強化を目指す。 

 

２ 自主防災組織等の充実強化 

(２) 自主防災組織の育成 

本市では、主に自治会等を単位に117団体、地区単位に12の連合会及びこれらを１つに集約した自主防

災連合会連絡協議会（平成24年６月設立）が結成されているが、さらに相互の連携を図り積極的に防災力

の強化を目指す。 

 



18 

編 頁 改 定 案 現 行 

３ 3-1-16 

第５節 防災教育計画 

総務部（危機管理防災課） 消防本部 学校教育部（学校保健課） 

 

第５節 防災教育計画 

総務部（危機管理防災課） 消防本部 学校教育部（学務課・指導課） 

 

３ 3-2-10 消防本部、消防署、消防団の組織  （令和５年４月現在） 

消防本部（署） 人員 消防団 人員 

消防正監 １ 団長 １ 

消防監 ３ 副団長 ２ 

消防司令長 22 分団長 ８ 

消防司令 84 副分団長 ８ 

消防司令補 56 部長 15 

消防士長 70 班長 21 

消防副士長 10 団員 72 

消防士 82 合計 127 

合計 328   

 

 

 

 

消防本部、消防署、消防団の組織  （令和３年４月現在） 

消防本部（署） 人員 消防団 人員 

消防正監 １ 団長 １ 

消防監 ３ 副団長 ２ 

消防司令長 21 分団長 ８ 

消防司令 71 副分団長 ８ 

消防司令補 39 部長 16 

消防士長 65 班長 24 

消防士 67 団員 69 

合計 267 合計 128 
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３ 3-2-11 

3-2-12 
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３ 3-2-17 １ 情報提供等 

実 施 機 関 項   目 対   策   内   容 

市 情報の提供、広

報、誘導 

・市ホームページ、メールマガジン、X（旧Twitter）・

LINE等の公式ソーシャルメディアの活用 

 

 

１ 情報提供等 

実 施 機 関 項   目 対   策   内   容 

市 情報の提供、広

報、誘導 

・市ホームページ、メールマガジン、Twitter・LINE等

の公式ソーシャルメディアの活用 

 

 

３ 3-2-22 ３ ライフライン施設 

(２) ガス施設応急対策（東京ガス（株）、東京ガスネットワーク（株）、(一社)埼玉県ＬＰガス協会） 

ガス施設・設備に被害の発生のおそれのあるとき又は発生した場合に、ガス施設・設備の防護措置又は

応急措置を講ずる必要がある場合には、市長は、東京ガス(株)埼玉支社等に通知し、その速やかな措置に

ついて協力する。 

 

３ ライフライン施設 

(２) ガス施設応急対策（東京ガスネットワーク（株）、(一社)埼玉県ＬＰガス協会） 

ガス施設・設備に被害の発生のおそれのあるとき又は発生した場合に、ガス施設・設備の防護措置又は

応急措置を講ずる必要がある場合には、市長は、東京ガスネットワーク(株)埼玉支社等に通知し、その速

やかな措置について協力する。 

 

３ 3-5-3 〇 噴火警戒レベル 

名称 略称 対象範囲 
噴火警戒レベル 

（キーワード） 
火山活動の状況 

噴火警報 

（居住地域）

又は噴火警報 

噴火警報 
居住地域及びそ

れより火口側 

レベル５ 

（避難） 

居住地域に重大な被害を及ぼす

噴火が発生、あるいは切迫して

いる状態 

レベル４ 

（高齢者等避

難） 

居住地域に重大な被害を及ぼす

噴火が発生すると予想される

（可能性が高まっている） 

 

 

〇 噴火警戒レベル 

名称 略称 対象範囲 
噴火警戒レベル 

（キーワード） 
火山活動の状況 

噴火警報 

（居住地域）

又は噴火警報 

噴火警報 
居住地域及びそ

れより火口側 

レベル５ 

（避難） 

居住地域に重大な被害を及ぼす

噴火が発生、あるいは切迫して

いる状態 

レベル４ 

（避難準備） 

居住地域に重大な被害を及ぼす

噴火が発生すると予想される

（可能性が高まっている） 

 

 

３ 3-5-6 ２ 情報の収集・伝達 

(１) 降灰に関する情報の発信 

 【災害オペレーション支援システムで取得する情報】 

ア 噴火警報・予報 

イ 火山の状況に関する解説情報 

ウ 噴火に関する火山観測報 

エ 噴火速報 

オ 降灰予報 

 

２ 情報の収集・伝達 

(１) 降灰に関する情報の発信 

 【防災情報システムで取得する情報】 

ア 噴火警報・予報 

イ 火山の状況に関する開設情報 

ウ 噴火に関する火山観測報 

エ 火山に関するお知らせ 

 

３ 3-5-7 ２ 情報の収集・伝達 

(３) 降灰に伴う取るべき行動の周知 

市民への発信は、即時性の高いメディア（緊急速報メール、X（旧Twitter）、データ放送など）も活用

する。 

 

２ 情報の収集・伝達 

(３) 降灰に伴う取るべき行動の周知 

市民への発信は、即時性の高いメディア（緊急速報メール、Twitter、データ放送など）も活用する。 

 

５ 5-3 ７ 市内被害の極小化による活動余力づくり 

(３) 防災基盤整備・防災まちづくり等の促進  

ウ 古い基準で建設された橋りょうの耐震補強工事を計画的に進める。工事施工は、緊急輸送道路の橋り

ょうや鉄道を跨ぐ橋りょう（跨線橋）、高速道路を跨ぐ橋りょう（跨道橋）等を優先して実施する。 

７ 市内被害の極小化による活動余力づくり 

(３) 防災基盤整備・防災まちづくり等の促進  

ウ 古い基準で建設された橋りょうの耐震補強工事を計画的に進める。工事施工は、緊急輸送道路や鉄道

を跨ぐ橋りょう（跨線橋）、高速道路を跨ぐ橋りょう（跨道橋）等を優先して実施する。 
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６ 6-1 

6-2 

１ 行政指導の徹底 

市は、県と連携し、防火思想の普及啓発を図るため、その行政指導の徹底に努める。 

２ 消防組織の整備等 

市は、消防力の充実強化を図るため、以下の計画を作成する。 

(１) 組織計画 

消防本部が災害に対処するための事務機構と災害時の部隊の編成を定める。 

(２) 消防団計画 

市は、消防機関、また、地域の防災リーダーとしての活動が期待される消防団の育成・強化を図る。 

計画策定上は、資機材の充実、訓練、意識の向上、市民への指導広報等に配慮する。 

(３) 消防施設整備計画 

消防力等の現勢を把握し、消防の施設及び人員の現況を把握し、施設の整備拡充と人員の確保を図り、

消防力の整備指針、市の社会構造の変化に対処できる増強計画とし、５箇年次の整備計画とする。また、

消防力等の更新についても併せて検討する。 

(４) 実施計画 

災害に対して、適切な防御活動を行うことができるよう、定期又は臨時に地図、地理、水利及び災害危

険区域等を調査するための実施計画を樹立するとともに、その実施計画に基づき、大規模な災害の発生を

予想した被害想定図を作成するよう指導するとともに、運用計画などに反映させる。 

(５) 教育訓練計画 

消防本部が、その任務を達成するためには消防職団員の資質の向上を図る必要があるので、教育訓練計

画には基礎訓練を重点的に実施し、消防対象物に応じた防御知識の習得と技能の向上を図る。 

(６) 災害予防計画 

科学技術及び産業経済の発展と社会生活の向上によって災害の危険性が増大するとともに、複雑多様

化している災害の危険性が増大する中、火災を発生させるおそれのある施設、設備、器具、危険物等の予

防査察を行う一方、市民との災害予防に対する協力体制を確立するよう努める。 

(７) 警報発令伝達計画 

異常気象時に災害を未然に防止するため、火災警報の発令及び解除の基準を定め、その伝達、周知方法

等を計画する。 

(８) 情報計画 

災害情報収集、報告は災害に対処するうえで重要であり、これらが的確に行われるための体制を確立す

る。 

(９) 火災警防計画 

火災を警戒し、鎮圧するためには、各種消防事象に対する調査、研究及び科学的な理論と経験に基づく

防御技術が最高度に発揮されなければならない。それには、地形別、地域別、構造別、気象別等に火災の

特性を把握し、消防力を有機的かつ、合理的に運用できる警防計画を確立し、防御効果を高度にあげるよ

う消防職団員に習熟させる。 

(10) 風水害等警防計画 

風水害等を警戒、防御するための消防職団員の招集、出動体制、水防関係機関との協力体制等について

の計画を定める。 

(11) 避難計画 

１ 行政指導の徹底 

(１) 防火思想の徹底 

市は、県と連携し、防火思想の普及啓発を図るため、その行政指導の徹底に努める。 

(２) 市消防計画の作成 

消防計画の作成は、次の事項に留意する。 

ア 組織計画 

消防本部が災害に対処するための事務機構と災害時の部隊の編成を定める。 

イ 消防団の育成・強化 

市は、消防機関、また、地域の防災リーダーとしての活動が期待される消防団の育成・強化を図る。 

計画策定上は、資機材の充実、訓練、意識の向上、市民への指導広報等に配慮する。 

ウ 消防施設整備計画 

消防力等の現勢を把握し、消防の施設及び人員の現況を把握し、施設の整備拡充と人員の確保を図

り、消防力の整備指針、市の社会構造の変化に対処できる増強計画とし、５箇年次の整備計画とする。

また、消防力等の更新についても併せて検討する。 

エ 実施計画 

災害に対して、適切な防御活動を行うことができるよう、定期又は臨時に地図、地理、水利及び災害

危険区域等を調査するための実施計画を樹立するとともに、その実施計画に基づき、大規模な災害の発

生を予想した被害想定図を作成するよう指導するとともに、運用計画などに反映させる。 

オ 教育訓練計画 

消防本部が、その任務を達成するためには消防職団員の資質の向上を図る必要があるので、教育訓練

計画には基礎訓練を重点的に実施し、消防対象物に応じた防御知識の習得と技能の向上を図る。 

カ 災害予防計画 

科学技術及び産業経済の発展と社会生活の向上によって災害の危険性が増大するとともに、複雑多

様化している災害の危険性が増大する中、火災を発生させるおそれのある施設、設備、器具、危険物等

の予防査察を行う一方、市民との災害予防に対する協力体制を確立するよう努める。 

キ 警報発令伝達計画 

異常気象時に災害を未然に防止するため、火災警報の発令及び解除の基準を定め、その伝達、周知方

法等を計画する。 

ク 情報計画 

災害情報収集、報告は災害に対処するうえで重要であり、これらが的確に行われるための体制を確立

する。 

ケ 火災警防計画 

火災を警戒し、鎮圧するためには、各種消防事象に対する調査、研究及び科学的な理論と経験に基づ

く防御技術が最高度に発揮されなければならない。それには、地形別、地域別、構造別、気象別等に火

災の特性を把握し、消防力を有機的かつ、合理的に運用できる警防計画を確立し、防御効果を高度にあ

げるよう消防職団員に習熟させる。 

コ 風水害等警防計画 

風水害等を警戒、防御するための消防職団員の招集、出動体制、水防関係機関との協力体制等につい

ての計画を定める。 
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避難に関する計画は、身体、生命を保護し、人的災害の拡大を防ぐため、特に影響を及ぼす重要なもの

であるので十分検討し、避難指示、避難経路、避難先等を具体的に定める。 

(12) 救助救急計画 

平常時、非常時に生命、身体が危険な状態にある者又は生死不明の状態にある者に対する救助、救急が

的確に行われるよう計画を定める。 

(13) 応援協力計画 

大規模災害の発生に際して、市単独でこれに対処することができない場合等に相互に応援協力するた

め、市町村相互、関係機関等との間の協力体制を確立する。なお、応援協定は、口頭又は習慣によること

なく、必ず文書をもって締結する。 

３ 火災予防対策 

 

 

サ 避難計画 

避難に関する計画は、身体、生命を保護し、人的災害の拡大を防ぐため、特に影響を及ぼす重要なも

のであるので十分検討し、避難指示、避難経路、避難先等を具体的に定める。 

シ 救助救急計画 

平常時、非常時に生命、身体が危険な状態にある者又は生死不明の状態にある者に対する救助、救急

が的確に行われるよう計画を定める。 

ス 応援協力計画 

大規模災害の発生に際して、市単独でこれに対処することができない場合等に相互に応援協力する

ため、市町村相互、関係機関等との間の協力体制を確立する。なお、応援協定は、口頭又は習慣による

ことなく、必ず文書をもって締結する。 

２ 火災予防対策 

 

 

６ 6-6 ２ 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備え 

(１) 情報の収集・連絡 

ア 情報の収集・連絡体制の整備 

市は、県と連携し、国、関係市町村、関係都県、警察、消防機関等の関係機関相互の情報の収集・連

絡体制を整備する。その際、夜間、休日の場合においても対応できる体制とする。 

また、機動的な情報収集活動を行うため、ヘリコプターテレビ電送システム等の画像による情報通信

システムの整備を行い、災害情報の収集・連絡体制の一層の強化を図る。 

 

 

２ 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備え 

(１) 情報の収集・連絡 

ア 情報の収集・連絡体制の整備 

市は、県と連携し、国、関係市町村、関係都県、警察、消防機関等の関係機関相互の情報の収集・連

絡体制を整備する。その際、夜間、休日の場合においても対応できる体制とする。 

また、機動的な情報収集活動を行うため、ヘリコプターテレビ映像伝送システム等の画像による情報

通信システムの整備を行い、災害情報の収集・連絡体制の一層の強化を図る。 

 

６ 6-9 １ 発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確保 

(１) 災害情報の収集・連絡 

ウ 応急対策活動情報の連絡 

市は、県に応急対策の活動状況、市本部設置状況等を連絡し、応援の必要性等を連絡する。 

市、県及び関係機関は、応急対策活動情報に関し、平時から相互に情報交換を行う。 

 

１ 発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確保 

(１) 災害情報の収集・連絡 

ウ 応急対策活動情報の連絡 

市は、県に応急対策の活動状況、市本部設置状況等を連絡し、応援の必要性等を連絡する。 

市、県及び関係機関は、応急対策活動情報に関し、必要に応じて相互に情報交換を行う。 

 

６ 6-37  

第８節 文化財災害対策計画 

教育総務部（生涯学習課） 

 

国民共有の財産である文化財を災害から保護するため、防災対策を推進するとともに、文化財保護に関する

市民の意識を広め、高めていく。 

 

１ 文化財の現況 

市内において、防火防災を必要とする文化財保護法、埼玉県文化財保護条例、上尾市文化財保護条例に基

づく国、県及び市指定の文化財及び上尾市登録文化財は、資料16－１のとおりである。 

 

第８節 文化財災害対策計画 

教育総務部（生涯学習課） 

 

国民共有の文化遺産である文化財を災害から保護するため、防災対策を推進するとともに、文化財保護に関

する市民の意識を広め、高めていく。 

 

１ 文化財の現況 

市内において、防火防災を必要とする埼玉県文化財保護条例、上尾市文化財保護条例に基づく県及び市指

定の文化財及び上尾市登録文化財は、資料16－１のとおりである。 

file:///C:/Users/32921/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/上尾市地域防災計画等管理データベース.xlsm%23【複合災害・広域応援・事故災害】!K119
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６ 6-38 ３ 文化財の応急対策 

災害時の文化財の被害は、文化財の材質、形状等によって異なるため、それらに対応した迅速かつ適切な

対応が必要となる。 

所有者、管理者、その他関係機関は、見学者等の安全を図ると同時に、文化財の保護対策に万全を期する。 

 

３ 文化財の応急対策 

災害時の文化財の被害は、文化財の材質、形状等によって異なるため、それらに対応した迅速かつ適切な

対応が必要となる。 

所有者、管理者、その他関係機関は、入場者等の安全を図ると同時に、文化財の保護対策に万全を期する。 
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令和４年度 上尾市地域防災計画（資料編） 新旧対照表（案） 

編 頁 改 定 案 現 行 

７ 7-2-4 （１）風水害時における配備体制人数（計画） 

災害対策部 班・課 
待機 

体制 

警戒体制 非常体制 
避難所 

要員数 
一号 

配備 

二号 

配備 

一号 

配備 

二号 

配備 

都市整備部 都市整備部長 0 0 1 1 全職員 0 

 都市整備部次長 0 1 1 1  0 
 都市計画課 0 2 5 8  0 
 市街地整備課 0 2 6 9  0 

 建築安全課 0 2 6 8  0 

 開発指導課 0 2 3 6  0 

 みどり公園課 0 2 3 9  0 

 建設管理課 3 3 6 13  0 

 道路河川課 5 5 14 21  0 

 小計 8 19 45 76  0 

 

 

（１）風水害時における配備体制人数（計画） 

災害対策部 班・課 
待機 

体制 

警戒体制 非常体制 
避難所 

要員数 
一号 

配備 

二号 

配備 

一号 

配備 

二号 

配備 

都市整備部 都市整備部長 0 0 1 1 全職員 0 

 都市整備部次長 0 1 1 1  0 
 都市計画課 0 2 5 8  0 
 市街地整備課 0 2 6 9  0 

 建築安全課 0 2 6 8  0 

 開発指導課 0 2 3 6  0 

 みどり公園課 0 2 3 9  0 

 建設管理課 3 3 8 13  0 

 道路河川課 5 5 14 21  0 

 小計 8 19 47 76  0 

 

 

７ 7-2-5 （１）風水害時における配備体制人数（計画） 

災害対策部 班・課 
待機 

体制 

警戒体制 非常体制 
避難所 

要員数 
一号 

配備 

二号 

配備 

一号 

配備 

二号 

配備 

消防本部 消防長 1 1 1 1 全職員 0 

 消防本部次長 1 1 1 1  0 
 消防総務課 2 2 4 5  0 
 予防課 2 2 4 6  0 

 警防課 3 3 4 5  0 

 指令課 4(3) 4(3) 6 6  0 

 小計 13(12) 13(12) 20 24  0 

東消防署 東消防署長 1 1 1 1 全職員 0 

 管理課 2 2 5 5  0 

 消防第一課・消防第二課 4 4 29 29  0 

 原市分署 2 2 14 14  0 

 上平分署 2 2 14 14  0 

 伊奈分署 4 4 20 20  0 

 小計 15 15 83 83  0 

西消防署 西消防署長 1 1 1 1 全職員 0 

 消防第一課・消防第二課 3 3 23 23  0 

 平方分署 2 2 11 11  0 

 大谷分署 2 2 18 18  0 

 小計 8 8 53 53  0 

 

 

 

（１）風水害時における配備体制人数（計画） 

災害対策部 班・課 
待機 

体制 

警戒体制 非常体制 
避難所 

要員数 
一号 

配備 

二号 

配備 

一号 

配備 

二号 

配備 

消防本部 消防長 1 1 1 1 全職員 0 

 消防本部次長 1 1 1 1  0 
 消防総務課 2 2 4 5  0 
 予防課 2 2 4 6  0 

 警防課 3 3 4 5  0 

 指令課 2 2 6 6  0 

 小計 11 11 20 24  0 

東消防署 東消防署長 1 1 1 1 全職員 0 

 管理課 2 2 5 5  0 

 消防第一課・消防第二課 6 6 29 29  0 

 原市分署 4 4 14 14  0 

 上平分署 4 4 14 14  0 

 小計 17 17 63 63  0 

西消防署 西消防署長 1 1 1 1 全職員 0 

 消防第一課・消防第二課 5 5 23 23  0 

 平方分署 4 4 11 11  0 

 大谷分署 4 4 18 18  0 

 小計 14 14 53 53  0 
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７ 7-2-5 （１）風水害時における配備体制人数（計画） 

災害対策部 班・課 
待機 

体制 

警戒体制 非常体制 
避難所 

要員数 
一号 

配備 

二号 

配備 

一号 

配備 

二号 

配備 

議会事務局 議会事務局長 0 0 1 1 全職員 0 
 議会事務局次長 0 1 1 1  0 

 議会総務課・議事調査課 0 1 3 4  4 

 小計 0 2 5 6  4 

 

 

（１）風水害時における配備体制人数（計画） 

災害対策部 班・課 
待機 

体制 

警戒体制 非常体制 
避難所 

要員数 
一号 

配備 

二号 

配備 

一号 

配備 

二号 

配備 

議会事務局 議会事務局長 0 0 1 1 全職員 0 
 議会事務局次長 0 1 1 1  0 

 議会総務課・議事調査課 0 1 3 5  4 

 小計 0 2 5 7  4 

 

 

７ 7-2-5 （１）風水害時における配備体制人数（計画） 

災害対策部 班・課 
待機 

体制 

警戒体制 非常体制 
避難所 

要員数 
一号 

配備 

二号 

配備 

一号 

配備 

二号 

配備 

学校教育部 学校教育部長 0 0 1 1 全職員 0 
 学校教育部次長 0 1 1 1  0 

 学務課 0 1 5 7  2 

 
指導課 

（教育センター） 
0 0 3 6  4 

 
学校保健課 

（中学校給食共同調理場） 
0 0 2 6  3 

 小計 0 2 12 21  9 

 

 

（１）風水害時における配備体制人数（計画） 

災害対策部 班・課 
待機 

体制 

警戒体制 非常体制 
避難所 

要員数 
一号 

配備 

二号 

配備 

一号 

配備 

二号 

配備 

学校教育部 学校教育部長 0 0 1 1 全職員 0 
 学校教育部次長 0 1 1 1  0 

 学務課 0 1 5 7  2 

 
指導課 

（教育センター） 
0 0 3 6  4 

 
学校保健課 

（中学校給食調理場） 
0 0 2 6  3 

 小計 0 2 12 21  9 

 

 

７ 7-2-6 （１）風水害時における配備体制人数（計画） 

災害対策部 班・課 
待機 

体制 

警戒体制 非常体制 
避難所 

要員数 
一号 

配備 

二号 

配備 

一号 

配備 

二号 

配備 

 合計 60 146 406 686 全職員 192 

 

 

（１）風水害時における配備体制人数（計画） 

災害対策部 班・課 
待機 

体制 

警戒体制 非常体制 
避難所 

要員数 
一号 

配備 

二号 

配備 

一号 

配備 

二号 

配備 

 合計 66 152 388 667 全職員 192 

 

 

７ 7-2-8 （２）震災時における配備体制人数（計画） 

災害対策部 班・課 
待機 

体制 

警戒体制 非常体制 
避難所 

要員数 
一号 

配備 

二号 

配備 

一号 

配備 

二号 

配備 

都市整備部 都市整備部長 0 0 1 1 全職員 0 

 都市整備部次長 0 1 1 1  0 
 都市計画課 0 2 5 8  0 
 市街地整備課 0 2 6 9  0 

 建築安全課 0 2 6 8  0 

 開発指導課 0 1 2 6  0 

 みどり公園課 0 2 3 9  0 

（２）震災時における配備体制人数（計画） 

災害対策部 班・課 
待機 

体制 

警戒体制 非常体制 
避難所 

要員数 
一号 

配備 

二号 

配備 

一号 

配備 

二号 

配備 

都市整備部 都市整備部長 0 0 1 1 全職員 0 

 都市整備部次長 0 1 1 1  0 
 都市計画課 0 2 5 8  0 
 市街地整備課 0 2 6 9  0 

 建築安全課 0 2 6 8  0 

 開発指導課 0 1 2 6  0 

 みどり公園課 0 2 3 9  0 
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 建設管理課 3 3 6 13  0 

 道路河川課 5 5 14 21  0 

 小計 8 18 44 76  0 

 

 

 建設管理課 3 3 8 13  0 

 道路河川課 5 5 14 21  0 

 小計 8 18 46 76  0 

 

 

７ 7-2-9 （２）震災時における配備体制人数（計画） 

災害対策部 班・課 
待機 

体制 

警戒体制 非常体制 
避難所 

要員数 
一号 

配備 

二号 

配備 

一号 

配備 

二号 

配備 

消防本部 消防長 1 1 1 1 全職員 0 

 消防本部次長 1 1 1 1  0 

 消防総務課 2 2 4 5  0 
 予防課 2 2 4 6  0 

 警防課 3 3 4 5  0 

 指令課 4(3) 4(3) 6 6  0 

 小計 13(12) 13(12) 20 24  0 

東消防署 東消防署長 1 1 1 1 全職員 0 

 管理課 2 2 5 5  0 

 消防第一課・消防第二課 4 4 29 29  0 

 原市分署 2 2 14 14  0 

 上平分署 2 2 14 14  0 

 伊奈分署 4 4 20 20  0 

 小計 15 15 83 83  0 

西消防署 西消防署長 1 1 1 1 全職員 0 

 消防第一課・消防第二課 3 3 23 23  0 

 平方分署 2 2 11 11  0 

 大谷分署 2 2 18 18  0 

 小計 8 8 53 53  0 

 

 

 

（２）震災時における配備体制人数（計画） 

災害対策部 班・課 
待機 

体制 

警戒体制 非常体制 
避難所 

要員数 
一号 

配備 

二号 

配備 

一号 

配備 

二号 

配備 

消防本部 消防長 1 1 1 1 全職員 0 

 消防本部次長 1 1 1 1  0 

 消防総務課 2 2 4 5  0 
 予防課 2 2 4 6  0 

 警防課 3 3 4 5  0 

 指令課 2 2 6 6  0 

 小計 11 11 20 24  0 

東消防署 東消防署長 1 1 1 1 全職員 0 

 管理課 2 2 5 5  0 

 消防第一課・消防第二課 6 6 29 29  0 

 原市分署 4 4 14 14  0 

 上平分署 4 4 14 14  0 

 小計 17 17 63 63  0 

西消防署 西消防署長 1 1 1 1 全職員 0 

 消防第一課・消防第二課 5 5 23 23  0 

 平方分署 4 4 11 11  0 

 大谷分署 4 4 18 18  0 

 小計 14 14 53 53  0 

 

 

７ 7-2-9 （２）震災時における配備体制人数（計画） 

災害対策部 班・課 
待機 

体制 

警戒体制 非常体制 
避難所 

要員数 
一号 

配備 

二号 

配備 

一号 

配備 

二号 

配備 

議会事務局 議会事務局長 0 0 1 1 全職員 0 
 議会事務局次長 0 1 1 1  0 

 議会総務課・議事調査課 0 1 3 4  4 

 小計 0 2 5 6  4 

 

 

 

（２）震災時における配備体制人数（計画） 

災害対策部 班・課 
待機 

体制 

警戒体制 非常体制 
避難所 

要員数 
一号 

配備 

二号 

配備 

一号 

配備 

二号 

配備 

議会事務局 議会事務局長 0 0 1 1 全職員 0 
 議会事務局次長 0 1 1 1  0 

 議会総務課・議事調査課 0 1 3 5  4 

 小計 0 2 5 7  4 
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７ 7-2-9 （２）震災時における配備体制人数（計画） 

災害対策部 班・課 
待機 

体制 

警戒体制 非常体制 
避難所 

要員数 
一号 

配備 

二号 

配備 

一号 

配備 

二号 

配備 

学校教育部 学校教育部長 0 0 1 1 全職員 0 
 学校教育部次長 0 1 1 1  0 

 学務課 0 1 5 7  2 

 
指導課 

（教育センター） 
0 0 3 6  4 

 
学校保健課 

（中学校給食共同調理場） 
0 0 2 6  3 

 小計 0 2 12 21  9 

 

 

（２）震災時における配備体制人数（計画） 

災害対策部 班・課 
待機 

体制 

警戒体制 非常体制 
避難所 

要員数 
一号 

配備 

二号 

配備 

一号 

配備 

二号 

配備 

学校教育部 学校教育部長 0 0 1 1 全職員 0 
 学校教育部次長 0 1 1 1  0 

 学務課 0 1 5 7  2 

 
指導課 

（教育センター） 
0 0 3 6  4 

 
学校保健課 

（中学校給食調理場） 
0 0 2 6  3 

 小計 0 2 12 21  9 

 

 

７ 7-2-10 （２）震災時における配備体制人数（計画） 

災害対策部 班・課 
待機 

体制 

警戒体制 非常体制 
避難所 

要員数 
一号 

配備 

二号 

配備 

一号 

配備 

二号 

配備 

 合計 60 155 411 698 全職員 192 

 

 

（２）震災時における配備体制人数（計画） 

災害対策部 班・課 
待機 

体制 

警戒体制 非常体制 
避難所 

要員数 
一号 

配備 

二号 

配備 

一号 

配備 

二号 

配備 

 合計 66 161 393 679 全職員 192 

 

 

７ 7-4-6 ４－２ 災害時の相互応援・救援物資等に関する協定ほか 

 

■上尾市の災害時における応援協定等の締結状況一覧（民間団体） 

令和５年１月１日現在 

＜食料品・給水等に関する協定＞ 

区域 協定名 団体名 締結年月日 協定内容 備 考 

県内 
災害救助に必要な物

資調達に関する協定 

㈱イトーヨーカ堂上

尾店 

㈱小山商会北関東営

業所 

㈱丸広百貨店上尾店 

平成８年 

４月１日 

（1996年） 

保有商品の優先的供給。  

県内 

緊急時における物資

の供給に関する協定

書 

㈱セキ薬品 

令和５年 

10月 27日 

（2023年） 

災害時又は災害が発生するおそれがある

時（緊急時）における食料品、飲料水、生

活必需品、医薬品等の供給 

 

 

 

４－２ 災害時の相互応援・救援物資等に関する協定ほか 

 

■上尾市の災害時における応援協定等の締結状況一覧（民間団体） 

 

＜食料品・給水等に関する協定＞ 

区域 協定名 団体名 締結年月日 協定内容 備 考 

県内 
災害救助に必要な物

資調達に関する協定 

㈱イトーヨーカドー

上尾店 

㈱小山商会北関東営

業所 

㈱丸広百貨店上尾店 

平成８年 

４月１日 

（1996年） 

保有商品の優先的供給。  

 

 

 

（協定の追加）     

 

 

７ 7-4-6 ＜日用品・必要物資等に関する協定＞ 

区域 協定名 団体名 締結年月日 協定内容 備 考 

県内 

大規模火災発生時の

消火用水搬送に関す

る協定 

埼玉中央生コン協同

組合 

串橋建材㈱ 

平成 30年 

10月５日 

（2018年） 

大規模火災発生時に消火用水の確保に支

障が生じ、又は生じる恐れがある場合に

コンクリートミキサー車で消火用水の搬

送協力を行う。 

警防課で

締結 

令和５年

４ 月 １

日、上尾

市・伊奈

町消防広

＜日用品・必要物資等に関する協定＞ 

区域 協定名 団体名 締結年月日 協定内容 備 考 

県内 

大規模火災発生時の

消火用水搬送に関す

る協定 

埼玉中央生コン協同

組合 

串橋建材㈱ 

平成 30年 

10月５日 

（2018年） 

大規模火災発生時に消火用水の確保に支

障が生じ、又は生じる恐れがある場合に

コンクリートミキサー車で消火用水の搬

送協力を行う。 

警防課で

締結 
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域化に伴

い再締結 

 

 

７ 7-4-7 ＜連絡・情報発信等に関する協定＞ 

区域 協定名 団体名 締結年月日 協定内容 備 考 

県内 

広域停電事故による

上尾市防災行政無線

の使用に関する協定 

東京電力パワーグリ

ッド㈱埼玉総支社 

平成 11年 

12月１日 

（1999年） 

市内広域にわたる停電事故が発生した際

の、上尾市防災行政無線を使用した広報

等。 

 

 

 

＜連絡・情報発信等に関する協定＞ 

区域 協定名 団体名 締結年月日 協定内容 備 考 

県内 

広域停電事故による

上尾市防災行政無線

の使用に関する協定 

東京電力㈱ 上尾営

業所 

平成 11年 

12月１日 

（1999年） 

市内広域にわたる停電事故が発生した際

の、上尾市防災行政無線を使用した広報

等。 

 

 

 

７ 7-4-8 ＜ライフライン等に関する協定＞ 

区域 協定名 団体名 締結年月日 協定内容 備 考 

県内 
緊急速報発信ツール

の活用に関する協定 
東京ガス㈱埼玉支社 

平成 26年 

10月１日 

（2014年） 

都市ガスの供給に問題が発生した際の防

災行政無線や上尾市メールマガジン等を

使用しての広報。 

 

県内 

災害時における停電

復旧の連携等に関す

る基本協定 

東京電力パワーグリ

ッド㈱埼玉総支社 

令和２年 

９月８日 

（2020年） 

市内において大規模停電が発生し、又は

発生のおそれがある場合の早期復旧等。 
 

 

 

＜ライフライン等に関する協定＞ 

区域 協定名 団体名 締結年月日 協定内容 備 考 

県内 
緊急速報発信ツール

の活用に関する協定 

東京ガスネットワー

ク㈱埼玉支社 

平成 26年 

10月１日 

（2014年） 

都市ガスの供給に問題が発生した際の防

災行政無線や上尾市メールマガジン等を

使用しての広報。 

 

県内 

災害時における停電

復旧の連携等に関す

る基本協定 

東京電力パワーグリ

ッド㈱ 

令和２年 

９月８日 

（2020年） 

市内において大規模停電が発生し、又は

発生のおそれがある場合の早期復旧等。 
 

 

 

７ 7-4-9 ＜応急対応関係に関する協定＞ 

区域 協定名 団体名 締結年月日 協定内容 備 考 

市内 

災害時における消防

活動の協力に関する

協定 

埼玉県解体業協会 

平成 30年 

10月５日 

（2018年） 

・消火・人命救助活動等の消防活動に障害

となる物件等の除去又は破壊に関する業

務。 

・消防活動における安全確保のアドバイ

スに関する業務。 

警防課で

締結 

令和５年

４ 月 １

日、上尾

市・伊奈

町消防広

域化に伴

い再締結 

 

 

＜応急対応関係に関する協定＞ 

区域 協定名 団体名 締結年月日 協定内容 備 考 

市内 

災害時における消防

活動の協力に関する

協定 

埼玉県解体業協会 

平成 30年 

10月５日 

（2018年） 

・消火・人命救助活動等の消防活動に障害

となる物件等の除去又は破壊に関する業

務。 

・消防活動における安全確保のアドバイ

スに関する業務。 

警防課で

締結 

 

 

７ 7-4-10 ＜施設開放・要支援者受入等に関する協定＞ 

区域 協定名 団体名 締結年月日 協定内容 備 考 

市内 

災害時等における要

配慮者の緊急受入れ

に関する協定 

( 福 ) ほ っ と 未 来

SOUZOU舎 

令和３年 

３月 22日 

（2021年） 

災害時に市指定の福祉避難所において、

避難生活が困難と思われる高齢者や障が

い者などの要配慮者が、安心して安全に

避難できる環境を確保する。 

 

 

 

＜施設開放・要支援者受入等に関する協定＞ 

区域 協定名 団体名 締結年月日 協定内容 備 考 

市内 

災害時等における要

配慮者の緊急受入れ

に関する協定 

( 福 ) ほ っ と 未 来

SOUZOU舎 

令和３年 

３月 22日 

（2020年） 

災害時に市指定の福祉避難所において、

避難生活が困難と思われる高齢者や障が

い者などの要配慮者が、安心して安全に

避難できる環境を確保する。 

 

 

 

７ 7-4-19  （補助金の額） 

第４条 補助金の額は、防災士研修講座の受講者（以下「受講者」という。）１人につき、前条各号に掲げる

経費の実支出額を合計した額と６万 3,800 円とを比較していずれか少ない額とし、１連合会当たり、１の

年度において、原則として２人分までを限度とする。 

 

 （補助金の額） 

第４条 補助金の額は、防災士研修講座の受講者（以下「受講者」という。）１人につき、前条各号に掲げる

経費の実支出額を合計した額と６万 1,900 円とを比較していずれか少ない額とし、１連合会当たり、１の

年度において、原則として２人分までを限度とする。 
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７ 7-5-3 ４－10 上尾市自主防災組織一覧 

 

No. 自主防災会名 設立年月日 対象区域（事務区） 

１ 戸崎団地自主防災会 平成４年６月19日 戸崎団地 

２ ソフィア上尾自主防災会 平成４年９月１日 ソフィア上尾 

３ パーク上尾団地自主防災会 平成４年10月28日 パーク上尾 

４ 泉台自主防災会 平成４年11月15日 泉台 

５ 下芝自治会自主防災会 平成４年11月21日 下芝 

６ 地頭方自主防災会 平成５年５月19日 地頭方 

７ 西宮下一区自主防災会 平成５年５月31日 西宮下一・二・四丁目 

８ 畔吉雲雀区自主防災会 平成５年６月15日 畔吉雲雀 

９ 畔吉東部自治会自主防災会 平成５年６月30日 畔吉東部 

10 サニータウン区自主防災会 平成５年７月１日 サニータウン 

11 畔吉新田区自主防災会 平成５年７月15日 畔吉新田 

12 中分自治会自主防災会 平成５年７月17日 中分 

13 井戸木自治会自主防災会 平成５年７月18日 井戸木 

14 畔吉前原自主防災会 平成５年７月25日 畔吉前原 

15 領家自主防災会 令和５年４月１日 領家東部・西部 

16 小泉自主防災会 平成５年８月１日 小泉 

17 弁財区会自主防災会 平成５年８月１日 弁財 

18 藤波区自主防災会 平成５年８月１日 藤波 

19 中妻自主防災会 平成５年８月19日 中妻 

20 小敷谷東部区自主防災会 平成５年８月20日 小敷谷東部 

21 浅間台自主防災会 平成５年８月21日 浅間台 

22 小敷谷西部区自主防災会 平成５年８月29日 小敷谷西部 

23 三井区自主防災会 平成５年９月１日 三井 

24 本町三－四丁目自主防災会 平成７年２月15日 本町三・四丁目 

25 ビレッジハウス上尾区自主防災会 平成７年８月１日 平塚団地 

26 町谷自主防災会 平成７年９月17日 町谷 

27 上尾第一団地自主防災会 平成７年９月20日 上尾第一団地 

４－10 上尾市自主防災組織一覧 

 

No. 自主防災会名 設立年月日 対象区域（事務区） 

１ 戸崎団地自主防災会 平成４年６月19日 戸崎団地 

２ ソフィア上尾自主防災会 平成４年９月１日 ソフィア上尾 

３ パーク上尾団地自主防災会 平成４年10月28日 パーク上尾 

４ 泉台自主防災会 平成４年11月15日 泉台 

５ 下芝自治会自主防災会 平成４年11月21日 下芝 

６ 地頭方自主防災会 平成５年５月19日 地頭方 

７ 西宮下一区自主防災会 平成５年５月31日 西宮下一・二・四丁目 

８ 畔吉雲雀区自主防災会 平成５年６月15日 畔吉雲雀 

９ 畔吉東部自治会自主防災会 平成５年６月30日 畔吉東部 

10 サニータウン区自主防災会 平成５年７月１日 サニータウン 

11 畔吉新田区自主防災会 平成５年７月15日 畔吉新田 

12 中分自治会自主防災会 平成５年７月17日 中分 

13 井戸木自治会自主防災会 平成５年７月18日 井戸木 

14 畔吉前原自主防災会 平成５年７月25日 畔吉前原 

15 領家東部自主防災会 平成５年８月１日 領家東部 

16 小泉自主防災会 平成５年８月１日 小泉 

17 弁財区会自主防災会 平成５年８月１日 弁財 

18 藤波区自主防災会 平成５年８月１日 藤波 

19 中妻自主防災会 平成５年８月19日 中妻 

20 小敷谷東部区自主防災会 平成５年８月20日 小敷谷東部 

21 浅間台自主防災会 平成５年８月21日 浅間台 

22 領家西部自主防災会 平成５年８月24日 領家西部 

23 小敷谷西部区自主防災会 平成５年８月29日 小敷谷西部 

24 三井区自主防災会 平成５年９月１日 三井 

25 本町三－四丁目自主防災会 平成７年２月15日 本町三・四丁目 

26 ビレッジハウス上尾区自主防災会 平成７年８月１日 平塚団地 

27 町谷自主防災会 平成７年９月17日 町谷 
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28 シラコバト団地自主防災会 平成７年９月20日 シラコバト団地 

29 新田区自主防災会 平成７年９月25日 新田 

30 須ヶ谷区自主防災会 平成７年９月30日 須ヶ谷 

31 上平塚自主防災会 平成７年９月30日 上平塚 

32 上郷自主防災会 平成７年10月１日 上郷 

33 南新梨子自主防災会 平成７年10月１日 南新梨子 

34 上組自治会自主防災会 平成７年10月１日 上組 

35 中平塚自主防災会 平成７年10月１日 中平塚 

36 下平塚区自主防災会 平成７年10月１日 下平塚 

37 宮の下自主防災会 平成７年10月３日 宮の下 

38 箕の木区自治会自主防災会 平成７年10月11日 箕の木 

39 上新梨子自主防災会 平成７年10月15日 上新梨子 

40 西門前自主防災会 平成７年10月20日 西門前 

41 北中地自主防災会 平成７年10月20日 北中地 

42 南区自主防災会 平成７年10月27日 南 

43 錦町自主防災会 平成７年10月28日 錦町 

44 下組自主防災会 平成７年10月30日 下組 

45 久保自主防災会 平成７年11月28日 久保 

46 本町５・６丁目自主防災会 平成８年４月１日 本町五・六丁目 

47 緑丘五丁目自主防災会 平成８年６月１日 緑丘五丁目 

48 上尾東団地自主防災会 平成８年7月17日 上尾東団地 

49 愛宕３丁目自主防災会 平成８年11月10日 愛宕三丁目 

50 原市四区自主防災会 平成９年２月１日 原市第四区 

51 本町１・２丁目自主防災会 平成９年４月１日 本町一・二丁目 

52 原市１区自主防災会 平成９年６月３日 原市第一区 

53 レック上尾自主防災会 平成９年８月16日 レック上尾 

54 西上尾第一団地一街区自主防災会 平成９年９月７日 西上尾第一団地１街区 

55 西上尾第一団地二街区自主防災会 平成９年９月７日 西上尾第一団地２街区 

56 西上尾第一団地三街区自主防災会 平成９年９月７日 西上尾第一団地３街区 

28 上尾第一団地自主防災会 平成７年９月20日 上尾第一団地 

29 シラコバト団地自主防災会 平成７年９月20日 シラコバト団地 

30 新田区自主防災会 平成７年９月25日 新田 

31 須ヶ谷区自主防災会 平成７年９月30日 須ヶ谷 

32 上平塚自主防災会 平成７年９月30日 上平塚 

33 上郷自主防災会 平成７年10月１日 上郷 

34 南新梨子自主防災会 平成７年10月１日 南新梨子 

35 上組自治会自主防災会 平成７年10月１日 上組 

36 中平塚自主防災会 平成７年10月１日 中平塚 

37 下平塚区自主防災会 平成７年10月１日 下平塚 

38 宮の下自主防災会 平成７年10月３日 宮の下 

39 箕の木区自治会自主防災会 平成７年10月11日 箕の木 

40 上新梨子自主防災会 平成７年10月15日 上新梨子 

41 西門前自主防災会 平成７年10月20日 西門前 

42 北中地自主防災会 平成７年10月20日 北中地 

43 南区自主防災会 平成７年10月27日 南 

44 錦町自主防災会 平成７年10月28日 錦町 

45 下組自主防災会 平成７年10月30日 下組 

46 久保自主防災会 平成７年11月28日 久保 

47 本町５・６丁目自主防災会 平成８年４月１日 本町五・六丁目 

48 緑丘五丁目自主防災会 平成８年６月１日 緑丘五丁目 

49 上尾東団地自主防災会 平成８年7月17日 上尾東団地 

50 愛宕３丁目自主防災会 平成８年11月10日 愛宕三丁目 

51 原市四区自主防災会 平成９年２月１日 原市第四区 

52 本町１・２丁目自主防災会 平成９年４月１日 本町一・二丁目 

53 原市１区自主防災会 平成９年６月３日 原市第一区 

54 レック上尾自主防災会 平成９年８月16日 レック上尾 

55 西上尾第一団地一街区自主防災会 平成９年９月７日 西上尾第一団地１街区 

56 西上尾第一団地二街区自主防災会 平成９年９月７日 西上尾第一団地２街区 
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57 原市五区自主防災会 平成９年11月２日 原市五区 

58 尾山台団地１～４街区自主防災会 平成10年２月13日 尾山台団地１～４街区 

59 尾山台団地５街区自主防災会 平成10年２月13日 尾山台団地５街区 

60 はらいち台自主防災会 平成10年２月15日 原市第十区 

61 原市二区・三区自主防災会 平成10年５月12日 原市第二区・三区 

62 大谷本郷自主防災会 平成11年４月１日 大谷本郷 

63 柳通り北区自主防災会 平成11年４月１日 柳通り北区 

64 東今泉町会自主防災会 平成11年11月20日 東今泉 

65 平方南自主防災会 平成11年12月12日 南 

66 平方領々家自主防災会 平成11年12月25日 平方領々家 

67 上宿自主防災会 平成12年１月22日 上宿 

68 富士見一丁目自主防災会 平成12年２月27日 富士見一丁目 

69 上尾丸山団地自主防災会 平成12年３月８日 丸山団地 

70 上野自主防災会 平成12年４月２日 上野 

71 平方新田自主防災会 平成12年５月１日 新田 

72 平方下宿自主防災会 平成12年８月20日 下宿 

73 西貝塚自主防災会 平成12年９月２日 西貝塚 

74 原市第六区自主防災会 平成12年11月22日 原市第六区 

75 上野本郷自主防災会 平成13年１月１日 上野本郷 

76 向原吉田自主防災会 平成13年４月15日 向原吉田 

77 愛宕二丁目自主防災会 平成13年６月16日 愛宕二丁目 

78 二ツ宮一区自主防災会 平成29年４月１日 二ツ宮一区 

79 二ツ宮二区自主防災会 平成29年４月１日 二ツ宮二区 

80 緑丘自主防災会 平成13年８月１日 緑丘１～４丁目 

81 原市団地１～２街区自主防災会 平成13年10月20日 原市団地１～２街区 

82 原市団地３～５街区自主防災会 平成13年10月20日 原市団地３～５街区 

83 今泉自主防災会 平成14年２月１日 今泉 

84 仲町自主防災会 平成14年２月17日 仲町一・二丁目 

85 西宮下二区自主防災会 平成16年４月１日 西宮下二区 

57 西上尾第一団地三街区自主防災会 平成９年９月７日 西上尾第一団地３街区 

58 原市五区自主防災会 平成９年11月２日 原市五区 

59 尾山台団地１～４街区自主防災会 平成10年２月13日 尾山台団地１～４街区 

60 尾山台団地５街区自主防災会 平成10年２月13日 尾山台団地５街区 

61 はらいち台自主防災会 平成10年２月15日 原市第十区 

62 原市二区・三区自主防災会 平成10年５月12日 原市第二区・三区 

63 大谷本郷自主防災会 平成11年４月１日 大谷本郷 

64 柳通り北区自主防災会 平成11年４月１日 柳通り北区 

65 東今泉町会自主防災会 平成11年11月20日 東今泉 

66 平方南自主防災会 平成11年12月12日 南 

67 平方領々家自主防災会 平成11年12月25日 平方領々家 

68 上宿自主防災会 平成12年１月22日 上宿 

69 富士見一丁目自主防災会 平成12年２月27日 富士見一丁目 

70 上尾丸山団地自主防災会 平成12年３月８日 丸山団地 

71 上野自主防災会 平成12年４月２日 上野 

72 平方新田自主防災会 平成12年５月１日 新田 

73 平方下宿自主防災会 平成12年８月20日 下宿 

74 西貝塚自主防災会 平成12年９月２日 西貝塚 

75 原市第六区自主防災会 平成12年11月22日 原市第六区 

76 上野本郷自主防災会 平成13年１月１日 上野本郷 

77 向原吉田自主防災会 平成13年４月15日 向原吉田 

78 愛宕二丁目自主防災会 平成13年６月16日 愛宕二丁目 

79 二ツ宮一区自主防災会 平成29年４月１日 二ツ宮一区 

80 二ツ宮二区自主防災会 平成29年４月１日 二ツ宮二区 

81 緑丘自主防災会 平成13年８月１日 緑丘１～４丁目 

82 原市団地１～２街区自主防災会 平成13年10月20日 原市団地１～２街区 

83 原市団地３～５街区自主防災会 平成13年10月20日 原市団地３～５街区 

84 今泉自主防災会 平成14年２月１日 今泉 

85 仲町自主防災会 平成14年２月17日 仲町一・二丁目 



32 

編 頁 改 定 案 現 行 

86 原市八区自主防災会 平成16年７月１日 原市第八区 

87 原市九区自主防災会 平成16年７月25日 原市第九区 

88 西上尾第二団地１街区自主防災会 平成16年９月30日 西上尾第二団地１街区 

89 西上尾第二団地２街区自主防災会 平成16年９月30日 西上尾第二団地２街区 

90 西上尾第二団地３街区自主防災会 平成16年９月30日 西上尾第二団地３街区 

91 陣屋自主防災会 平成16年11月10日 陣屋 

92 日の出自主防災会 平成16年11月15日 日の出 

93 栄町自主防災会 平成16年12月１日 栄町 

94 東町自主防災会 平成17年２月９日 東町 

95 原市第七区自主防災会 平成17年６月13日 原市第七区 

96 向山自主防災会 平成18年１月29日 向山 

97 谷津一丁目・二丁目自主防災会 平成18年２月１日 谷津一・二丁目 

98 愛宕一丁目自主防災会 平成18年２月１日 愛宕一丁目 

99 戸崎自主防災会 平成18年４月１日 戸崎 

100 上町自主防災会 平成18年９月１日 上町 

101 柏座２丁目自主防災会 平成18年10月20日 柏座二丁目 

102 柏座三丁目自主防災会 平成19年４月25日 柏座三丁目 

103 宮本町自主防災会 平成19年４月22日 宮本町 

104 柏座４丁目自主防災会 平成19年４月８日 柏座四丁目 

105 中新井自主防災会 平成19年５月１日 中新井 

106 原新町自主防災会 平成19年８月11日 原新町 

107 壱丁目自主防災会 平成19年９月１日 壱丁目 

108 堤崎自主防災会 平成20年４月１日 堤崎 

109 柏座一丁目自主防災会 平成20年７月７日 柏座一丁目 

110 川自治会自主防災会 平成21年１月１日 川 

111 春日町内自主防災会 平成21年４月１日 春日 

112 富士見団地・西富士見自主防災会 平成21年４月12日 富士見団地 

113 フィーリア上尾自主防災会 平成21年12月１日 フィーリア上尾 

114 根貝戸団地自主防災会 平成22年12月１日 根貝戸団地 

86 西宮下二区自主防災会 平成16年４月１日 西宮下二区 

87 原市八区自主防災会 平成16年７月１日 原市第八区 

88 原市九区自主防災会 平成16年７月25日 原市第九区 

89 西上尾第二団地１街区自主防災会 平成16年９月30日 西上尾第二団地１街区 

90 西上尾第二団地２街区自主防災会 平成16年９月30日 西上尾第二団地２街区 

91 西上尾第二団地３街区自主防災会 平成16年９月30日 西上尾第二団地３街区 

92 陣屋自主防災会 平成16年11月10日 陣屋 

93 日の出自主防災会 平成16年11月15日 日の出 

94 栄町自主防災会 平成16年12月１日 栄町 

95 東町自主防災会 平成17年２月９日 東町 

96 原市第七区自主防災会 平成17年６月13日 原市第七区 

97 向山自主防災会 平成18年１月29日 向山 

98 谷津一丁目・二丁目自主防災会 平成18年２月１日 谷津一・二丁目 

99 愛宕一丁目自主防災会 平成18年２月１日 愛宕一丁目 

100 戸崎自主防災会 平成18年４月１日 戸崎 

101 上町自主防災会 平成18年９月１日 上町 

102 柏座２丁目自主防災会 平成18年10月20日 柏座二丁目 

103 柏座三丁目自主防災会 平成19年４月25日 柏座三丁目 

104 宮本町自主防災会 平成19年４月22日 宮本町 

105 柏座４丁目自主防災会 平成19年４月８日 柏座四丁目 

106 中新井自主防災会 平成19年５月１日 中新井 

107 原新町自主防災会 平成19年８月11日 原新町 

108 壱丁目自主防災会 平成19年９月１日 壱丁目 

109 堤崎自主防災会 平成20年４月１日 堤崎 

110 柏座一丁目自主防災会 平成20年７月７日 柏座一丁目 

111 川自治会自主防災会 平成21年１月１日 川 

112 春日町内自主防災会 平成21年４月１日 春日 

113 富士見団地・西富士見自主防災会 平成21年４月12日 富士見団地 

114 フィーリア上尾自主防災会 平成21年12月１日 フィーリア上尾 
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115 エージオタウン自主防災会 平成27年４月１日 エージオタウン 

116 ビレッジハウス上尾向原自主防災会 平成27年４月15日 向原宿舎 

 

 

 

115 根貝戸団地自主防災会 平成22年12月１日 根貝戸団地 

116 エージオタウン自主防災会 平成27年４月１日 エージオタウン 

117 ビレッジハウス上尾向原自主防災会 平成27年４月15日 向原宿舎 

 

 

 

 

７ 7-5-3 ５－１ 防災行政無線一覧 

 市防災行政無線（固定系） 

  ア 屋外子局 

番号 設  置  場  所  名 所    在    地 

76 しらこばと団地  〃 上374-1 

108 図書館  〃 上町1-7-1 

 

 

 

 

５－１ 防災行政無線一覧 

 市防災行政無線（固定系） 

  ア 屋外子局 

番号 設  置  場  所  名 所    在    地 

76 しらこばと保育所  〃 上374-1 

108 図書館  〃 上町1-70-98 

 

 

 

７ 7-7-9 ７－３ 避難指示についての報告 

 
 

 

 

７－３ 避難指示（命令）についての報告 
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７ 7-7-11     避難者名簿用紙（各世帯一枚） 

 

以下の太枠内を記入して下さい。 

記入いただいた内容は、避難所運営と支援に必要な範囲で、災害対策本部で共有します。 

避難所名  

 

●世帯基本情報 

世帯代表者氏名  連絡先  

住    所  

所属自治会  

ペット同行 

の有無 

・有（種類：          ） 

・無 

車・バイク 

での避難 

・有（車種・ナンバー：        ） 

・無 

親族等からの安否確認の問い合わせに対し、 

住所氏名等の回答を希望しない場合は☑ 
□希望しない 

 

●ご家族情報（代表者を含め、避難されている方全員を記入して下さい） 

№ 
入
所
日 

（ フ リ ガ ナ ） 

氏    名 
続柄 年齢 

性別 

（任意） 

アレルギー、持病、体の状況、 

配慮事項等その他（任意） 

退
所
日 

１ 
 

     
 

２ 
 

     
 

３ 
 

     
 

４ 
 

     
 

５ 
 

     
 

６ 
 

     
 

 

※受付者記入欄 

 

居住区画 
１、避難所内（                  ） 

２、車中泊     

 

    避難者名簿用紙（各世帯一枚） 
 

以下の太枠内を記入して下さい。 

記入いただいた内容は、避難所運営と支援に必要な範囲で、災害対策本部で共有します。 

避難所名  

 

●世帯基本情報 

世帯代表者氏名  連絡先  

住    所  

所属自治会  

ペット同行 

の有無 

・有（種類：          ） 

・無 

車・バイク 

での避難 

・有（車種・ナンバー：        ） 

・無 

親族等からの安否確認の問い合わせに対し、 

住所氏名等の回答を希望しない場合は☑ 
□希望しない 

 

●ご家族情報（代表者を含め、避難されている方全員を記入して下さい） 

№ 
入
所
日 

（ フ リ ガ ナ ） 

氏    名 
続柄 年齢 性別 

アレルギー、持病、体の状況、 

配慮事項等その他 

退
所
日 

１        

２        

３        

４        

５        

６        

 

※受付者記入欄 

 

 

 

居住区画 
１、避難所内（                  ） 

２、車中泊     
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７ 7-8-4 

7-8-5 

８－２ 現有車両配備状況 

（令和５年４月１日現在） 

所
属 

 名  称 車  名 年 式 登 録 日 使 用 年 数 備  考 

本 
 

部 

総務車 

調査車 

査察指導車 

連絡車 

警防車 

連絡車 

トヨタ 

トヨタ 

トヨタ 

トヨタ 

トヨタ 

スズキ 

H25年 

R03年 

R01年 

H26年 

H26年 

H27年 

H25. 8. 1 

R03.11.30 

R01.12. 2 

H26. 8. 1 

H26. 7. 1 

H27. 2. 6 

9年 8ヶ月 

1年 5ヶ月 

3年 4ヶ月 

8年 8ヶ月 

8年 9ヶ月 

8年 2ヶ月 

リース（ハイブリッド） 

 

リース（ハイブリッド） 

リース（ハイブリッド) 

リース 

 

東 
 

消 
 

防 
 

署 

化学消防ポンプ自動車 

水槽付消防ポンプ自動車 

消防ポンプ自動車 

救助工作車 

はしご付消防自動車 

指令車 

高規格救急自動車 

非常用高規格救急自動車 

指揮車 

重機搬送車 

防災指導車 

日野 

ＵＤトラックス 

ニッサンディーゼル 

ニッサンディーゼル 

日野 

トヨタ 

ニッサン 

トヨタ 

トヨタ 

日野 

トヨタ 

H22年 

H22年 

H20年 

H21年 

R02年 

H18年 

H31年 

H28年 

H31年 

H25年 

R04年 

H22. 7.26 

H22. 9.24 

H20. 2.28 

H21. 1. 9 

R02. 9.15 

H18. 9. 1 

H31.2. 21 

H28. 1.26 

H31. 3.26 

H25. 3.15 

R04.12. 1 

12年 9ヶ月 

12年 7ヶ月 

15年 2ヶ月 

14年 3ヶ月 

2年 7ヶ月 

16年 7ヶ月 

4年 2ヶ月 

7年 3ヶ月 

4年 1ヶ月 

10年 1ヶ月 

0年 4ヶ月 

水槽 1,500ℓ 、 薬液 500ℓ 

水槽 1,500ℓ 

水槽  600ℓ 、CAFS装置 

小型移動式クレーン、前後ウインチ 

直進式 30ｍ、伸縮水路管 

リース 

 

 

 

3t級重機 

リース 

原 

市 

分 

署 

水槽付消防ポンプ自動車 

消防ポンプ自動車 

高規格救急自動車 

連絡車 

ニッサンディーゼル 

日野 

トヨタ 

トヨタ 

H21年 

H22年 

H30年 

H21年 

H21.12.14 

H22. 9. 1 

H30. 2. 2 

H21. 3. 2 

13年 4ヶ月 

12年 7ヶ月 

5年 2ヶ月 

14年 1ヶ月 

水槽 1,300ℓ 

水槽  600ℓ 

 

リース 

上 

平 

分 

署 

水槽付消防ポンプ自動車 

消防ポンプ自動車 

高規格救急自動車 

連絡車 

ニッサンディーゼル 

日野 

トヨタ 

トヨタ 

H22年 

H22年 

R02年 

H18年 

H22. 1.15 

H22. 9. 1 

R02. 1. 9 

H18. 9. 1 

13年 3ヶ月 

12年 7ヶ月 

3年 3ヶ月 

16年 7ヶ月 

水槽 1,500ℓ 

水槽  600ℓ 

 

リース 

伊 

奈 

分 

署 

水槽付消防ポンプ自動車 

消防ポンプ自動車 

化学消防ポンプ自動車 

高規格救急自動車 

高規格救急自動車 

非常用高規格救急自動車 

連絡車 

連絡車 

日野 

日野 

日野 

トヨタ 

トヨタ 

トヨタ 

トヨタ 

ニッサン 

H26年 

H26年 

H24年 

H26年 

R02年 

H21年 

H31年 

H25年 

H26.12.18 

H26.11.26 

H24. 1.31 

H26. 1.21 

R03. 1.15    

H21. 2.17 

H31. 2.19 

H25. 2.25 

8年 4ヶ月 

8年 5ヶ月 

11年 3ヶ月 

9年 3ヶ月 

2年 3ヶ月 

14年 2ヶ月 

4年 2ヶ月 

10年 2ヶ月 

水槽 1,700ℓ 

水槽  600ℓ 

水槽 1,300ℓ 、薬液 500ℓ 

 

 

西 

消 

防 

署 

水槽付消防ポンプ自動車 

消防ポンプ自動車 

救助工作車 

屈折はしご付消防自動車 

資機材搬送車 

高規格救急自動車 

指揮車 

連絡車 

日野 

いすゞ 

ニッサンディーゼル 

日野 

日野 

トヨタ 

トヨタ 

トヨタ 

H27年 

R04年 

H19年 

H23年 

H28年 

H28年 

H15年 

H18年 

H27. 3. 6 

R04. 2．1 

H19.11.26 

H23. 3.10 

H28.12.21 

H28. 1.26 

H15.10. 1 

H18. 9. 1 

8年 1ヶ月 

1年 2ヶ月 

15年 5ヶ月 

12年 1ヶ月 

6年 4ヶ月 

7年 3ヶ月 

19年 6ヶ月 

16年 7ヶ月 

水槽 1,500ℓ 

 

小型移動式クレーン、前後ウインチ 

屈折式 25ｍ、伸縮水路管 

 

 

リース 

リース 

８－２ 現有車両配備状況 

（令和４年４月１日現在） 

所
属 

 名  称 車  名 年 式 登 録 日 使 用 年 数 備  考 

本 
 

部 

総務車 

調査車 

査察指導車 

連絡車 

警防車 

トヨタ 

トヨタ 

トヨタ 

トヨタ 

トヨタ 

H25年 

R03年 

R01年 

H26年 

H26年 

H25. 8. 1 

R03.11.30 

R01.12. 2 

H26. 8. 1 

H26. 7. 1 

8年 8ヶ月 

0年 4ヶ月 

2年 3ヶ月 

 7年 8ヶ月 

7年 9ヶ月 

リース（ハイブリッド） 

 

リース（ハイブリッド） 

リース（ハイブリッド) 

リース 

東 
 

消 
 

防 
 

署 

化学消防ポンプ自動車 

水槽付消防ポンプ自動車 

消防ポンプ自動車 

救助工作車 

はしご付消防自動車 

指令車 

高規格救急自動車 

非常用高規格救急自動車 

指揮車 

重機搬送車 

防災指導車 

日野 

ＵＤトラックス 

ニッサンディーゼル 

ニッサンディーゼル 

日野 

トヨタ 

ニッサン 

トヨタ 

トヨタ 

日野 

ニッサン 

 H22年 

 H22年 

H20年 

H21年 

R02年 

H18年 

H31年 

H28年 

H31年 

H25年 

H15年 

H22. 7.26 

H22. 9.24 

H20. 2.28 

H21. 1. 9 

R02. 9.15 

H18. 9. 1 

H31.2. 21 

H28. 1.26 

H31. 3.26 

H25. 3.15 

H15. 9.19 

 11年 8ヶ月 

 11年 6ヶ月 

14年 1ヶ月 

13年 2ヶ月 

1年 6ヶ月 

15年 7ヶ月 

3年 1ヶ月 

6年 2ヶ月 

3年 0ヶ月 

9年 0ヶ月 

18年 6ヶ月 

水槽 1,500ℓ 、 薬液 500ℓ 

水槽 1,500ℓ 

水槽  600ℓ 、CAFS装置 

小型移動式クレーン、前後ウインチ 

直進式 30ｍ、伸縮水路管 

リース 

 

 

 

3t級重機 

 

原 

市 

分 

署 

水槽付消防ポンプ自動車 

消防ポンプ自動車 

高規格救急自動車 

連絡車 

ニッサンディーゼル 

日野 

トヨタ 

トヨタ 

H21年 

H22年 

H30年 

H21年 

H21.12.14 

H22. 9. 1 

H30. 2. 2 

H21. 3. 2 

12年 3ヶ月 

11年 7ヶ月 

4年 1ヶ月 

13年 0ヶ月 

水槽 1,300ℓ 

水槽  600ℓ 

 

リース 

上 

平 

分 

署 

水槽付消防ポンプ自動車 

消防ポンプ自動車 

高規格救急自動車 

連絡車 

ニッサンディーゼル 

日野 

トヨタ 

トヨタ 

H22 年 

H22 年 

R02 年 

H18 年 

H22. 1.15 

H22. 9. 1 

R02. 1. 9 

H18. 9. 1 

12 年 2 ヶ月 

11 年 7 ヶ月 

 2 年 2 ヶ月 

15 年 7 ヶ月 

水槽 1,500ℓ 

水槽  600ℓ 

 

リース 

西 
消 

防 

署 

水槽付消防ポンプ自動車 

消防ポンプ自動車 

救助工作車 

屈折はしご付消防自動車 

資機材搬送車 

高規格救急自動車 

連絡車 

日野 

いすゞ 

ニッサンディーゼル 

日野 

日野 

トヨタ 

トヨタ 

H27年 

R04年 

H19年 

H23年 

H28年 

H28年 

H18年 

H27. 3. 6 

R04. 2．1 

H19.11.26 

H23. 3.10 

H28.12.21 

H28. 1.26 

H18. 9. 1 

7年 0ヶ月 

0年 2ヶ月 

14年 4ヶ月 

 11年 0ヶ月 

 5年 3ヶ月 

6年 2ヶ月 

15年 7ヶ月 

水槽 1,500ℓ 

 

小型移動式クレーン、前後ウインチ 

屈折式 25ｍ、伸縮水路管 

 

 

リース 

大 

谷 

分 

署 

水槽付消防ポンプ自動車 

消防ポンプ自動車 

高規格救急自動車 

高規格救急自動車 

非常用消防ポンプ自動車 

連絡車 

日野 

日野 

トヨタ 

トヨタ 

ニッサンディーゼル 

トヨタ 

H30年 

H24年 

H28年 

R02年 

H18年 

H18年 

H30. 3.27 

H24. 6.11 

H28.12.20 

R02. 2. 4 

H18. 3.14    

H18. 9. 1 

 4年 0ヶ月 

9年 9ヶ月 

5年 3ヶ月 

2年 1ヶ月 

  16年 0ヶ月  

15年 7ヶ月 

水槽 1,500ℓ 

水槽  600ℓ 

 

 

消防ポンプ自動車 水槽  500ℓ 

リース 

平 

方 

分 

署 

水槽付消防ポンプ自動車 

高規格救急自動車 

連絡車 

ボート積載車 

いすゞ 

トヨタ 

トヨタ 

エスコ 

R03年 

H27年 

H17年 

S63年 

R03. 1.20 

H27. 1. 8 

H17. 3.18 

H17. 7.14 

1年 2ヶ月 

7年 2ヶ月 

17年 0ヶ月 

16年 8ヶ月 

水槽 1,500ℓ 

 

４ＷＤ、ボートけん引 

救助艇運搬用ﾎﾞｰﾄﾄﾚｰﾗ【再登録】 
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大 

谷 

分 

署 

水槽付消防ポンプ自動車 

消防ポンプ自動車 

高規格救急自動車 

高規格救急自動車 

非常用消防ポンプ自動車 

連絡車 

日野 

日野 

トヨタ 

トヨタ 

日野 

トヨタ 

H30年 

H24年 

H28年 

R02年 

R04年 

H18年 

H30. 3.27 

H24. 6.11 

H28.12.20 

R02. 2. 4 

R05. 3.15 

H18. 9. 1 

5年 1ヶ月 

10年 10ヶ月 

6年 4ヶ月 

3年 2ヶ月 

0年 1ヶ月 

16年 7ヶ月 

水槽 1,500ℓ 

水槽  600ℓ 

 

 

消防ポンプ自動車 水槽  1,500

ℓ 

リース 

平 

方 

分 

署 

水槽付消防ポンプ自動車 

高規格救急自動車 

連絡車 

ボート積載車 

連絡車 

いすゞ 

トヨタ 

トヨタ 

エスコ 

三菱 

R03年 

H27年 

H17年 

S63年 

R04年 

R03. 1.20 

H27. 1. 8 

H17. 3.18 

H17. 7.14 

R05. 2.24 

2年 3ヶ月 

8年 3ヶ月 

18年 1ヶ月 

17年 9ヶ月 

0年 2ヶ月 

水槽 1,500ℓ 

 

４ＷＤ、ボートけん引 

救助艇運搬用ﾎﾞｰﾄﾄﾚｰﾗ【再登録】 

電気自動車 

 

 

７ 7-8-6 

7-8-7 

８－３ 消防用機材保有状況 

（令和５年４月１日現在） 

分 
 
 

類 

所属別 

 

 

資機材 

東
消
防
署 

 
原
市
分
署 

上
平
分
署 

伊
奈
分
署 

西
消
防
署 

 
大
谷
分
署 

平
方
分
署 

合

計 

救
助
隊 

救
助
隊 

一
般
救
助
用
器
具 

かぎ付きはしご 4 2 1 1 2 4 2 1 1 14 

三連はしご 4 1 2 2 3 4 1 2 1 18 

金属製折りたたみはしご又はワイヤーはしご 2 2    2 2   4 

空気式救助マット 2 2   1 1 1   4 

救命索発射銃 1 1    1 1   2 

サーバイバースリング又は救助用縛帯 2 2 5 3 2 3 3 2 2 19 

平担架 2 2 1   2 1   5 

重
量
物
排
除
用
器
具 

油圧ジャッキ 1 1    3 3   4 

可搬ウィンチ 5 2 1 1 3 4 2 1  15 

マンホール救助器具 2 2    1 1   3 

マット型空気ジャッキ 1 1    1 1   2 

大型油圧スプレッター 1 1    1 1   2 

救助用支柱器具 1 1    1 1   2 

切
断
用
器
具 

エンジンカッター 4 2 1 1 3 4 2 1 1 15 

ガス溶接機 1 1    1 1   2 

チェーンソー 3 1 1 1 1 2 1 2 2 12 

鉄線カッター 14 6 4 3 2 8 4 2 1 34 

８－３ 消防用機材保有状況 

（令和４年４月１日現在） 

分 
 
 

類 

所属別 

 

 

資機材 

東
消
防
署 

 
原
市
分
署 

上
平
分
署 

西
消
防
署 

 
大
谷
分
署 

平
方
分
署 

合

計 

救
助
隊 

救
助
隊 

一
般
救
助
用
器
具 

かぎ付きはしご 4 2 1 1 4 2 1 1 12 

三連はしご 4 1 2 2 4 1 2 1 15 

金属製折りたたみはしご又はワイヤーはしご 2 2   2 2   4 

空気式救助マット 2 2   1 1   3 

救命索発射銃 1 1   1 1   2 

サーバイバースリング又は救助用縛帯 2 2 5 3 3 3 2 2 17 

平担架 2 2 1  2 1   5 

重
量
物
排
除
用
器
具 

油圧ジャッキ 1 1   3 3   4 

可搬ウィンチ 5 2 1 1 4 2 1 0 12 

マンホール救助器具 2 2   1 1   3 

マット型空気ジャッキ 1 1   1 1   2 

大型油圧スプレッター 1 1   1 1   2 

救助用支柱器具 1 1   1 1   2 

切
断
用
器
具 

エンジンカッター 4 2 1 1 4 2 1 1 12 

ガス溶接機 1 1   1 1   2 

チェーンソー 2 1 2 1 3 1 1 1 10 

鉄線カッター 14 6 4 3 8 4 2 1 32 
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空気鋸 1 1    1 1   2 

大型油圧切断機 3 3    3 3   6 

破
壊
用
器
具 

万能斧 8 3 3 3 7 9 3 4 2 36 

ハンマー 2 2 1  4 6 1 1 1 15 

携帯コンクリート用破壊器具 2 1  1 1 1 1 1 1 7 

削岩機 1 1   1 1 1   3 

ハンマードリル 1 1   1 2 2   4 

測
定
用
器
具 

複合型ガス測定器 5 2 1 1 3 2 1 1 1 14 

有毒ガス検知器 2 1 1 1 1 2 1 1 1 9 

酸素濃度測定器 0 0    0 0   0 

放射線測定器 3 3  1 3 3 3 1 2 13 

山

岳 
バスケット型担架 2 2 1 1 1 4 2 1 1 11 

検

索 
簡易画像探索機 1 1   

 
1 1   2 

分 
 

類 

          所属別 

 

 

資機材 

東
消
防
署 

 
原
市
分
署 

上
平
分
署 

伊
奈
分
署 

西
消
防
署 

 
大
谷
分
署 

平
方
分
署 

合

計 

救
助
隊 

救
助
隊 

呼
吸
保
護
用
器
具 

空気呼吸器 18 6 7 7 10 14 7 8 4 68 

酸素呼吸器 5 5    5 5   10 

簡易呼吸器 2 2    2 2   4 

防塵マスク 26 26   23 18 18   67 

送排風機 3 3    2 2   5 

隊
員
保
護
用
器
具 

耐電手袋 10 7 1 1 3 5 5 1 1 22 

耐電衣 5 5    5 5   10 

耐電ズボン 5 5    5 5   10 

耐電長靴 5 5 1 1 3 5 5 1 1 17 

防塵メガネ 35 35 5 5 6 10 10 8 10 79 

携帯警報機 18 6 8 7 15 13 7 8 4 73 

防毒マスク 10 10   5 20 20   35 

化学防護服(陽圧式化学防護服を除く) 35 15 3 3 3 35 15 3 3 85 

陽圧式化学防護服 5 1   2 5 5   12 

空気鋸 1 1   1 1   2 

大型油圧切断機 3 3   3 3   6 

破
壊
用
器
具 

万能斧 8 3 3 3 9 3 4 2 29 

ハンマー 2 2 1  6 1 1 1 11 

携帯コンクリート用破壊器具 2 1  1 1 1 1 1 6 

削岩機 1 1   1 1   2 

ハンマードリル 1 1   2 2   3 

測
定
用
器
具 

複合型ガス測定器 5 2 1 1 2 1 1 1 11 

有毒ガス検知器 2 1 1 1 2 1 1 1 8 

酸素濃度測定器 0 0   0 0   0 

放射線測定器 4 4  1 2 2 1 1 9 

山岳 バスケット型担架 2 2 1 1 4 2 1 1 10 

検索 簡易画像探索機 1 1   1 1   2 

分 
 

類 

          所属別 

 

 

資機材 

東
消
防
署 

 
原
市
分
署 

上
平
分
署 

西
消
防
署 

 
大
谷
分
署 

平
方
分
署 

合

計 

救
助
隊 

救
助
隊 

呼
吸
保
護
用
器
具 

空気呼吸器 18 6 7 7 13 7 8 5 58 

酸素呼吸器 5 5   5 5   10 

簡易呼吸器 2 2   2 2   4 

防塵マスク 26 26   18 18   44 

送排風機 3 3   2 2   5 

隊
員
保
護
用
器
具 

耐電手袋 10 7 1 1 5 5 1 1 19 

耐電衣 5 5   5 5   10 

耐電ズボン 5 5   5 5   10 

耐電長靴 5 5 1 1 5 5 1 1 14 

防塵メガネ 35 35 5 5 10 10 8 10 73 

携帯警報機 18 6 8 7 13 7 8 4 58 

防毒マスク 10 10   20 20   30 

化学防護服(陽圧式化学防護服を除く) 34 14 2 2 33 13 2 2 75 

陽圧式化学防護服 5 5   5 5   10 

耐熱服 5 5      2 7 
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耐熱服 5 5       2 7 

放射線防護服 5 5    2 2  3 10 

除

染 

除染シャワー 2 2   1 1 1   4 

除染剤散布器 2 2    2 2  2 6 

水
難
救
助
用
器
具 

救命胴衣 20 20 9 5 8 28 28 4 19 93 

救命浮環 5 5 2 1 5 5 5 1 2 21 

浮標 1 1    2 2  3 6 

救命ボート     1 2 2  1 4 

船外機      3 3  1 4 

高
度
救
助

器
具 

地中音響探知機 1 1        1 

熱画像直視装置 2 1   2 1 1  1 6 

そ
の
他
の
救
助
用
器
具 

投光器 6 3 2 2 7 5 3 2 1 25 

携帯投光器 9 5 3 2 2 4 3 2 1 23 

携帯拡声器 11 6 4 3 3 5 2 2 3 31 

携帯無線機 10 3 5 5 8 7 2 4 3 42 

応急処置セット 3 1 2 2 1 3 1 2 1 14 

車両用移動器具 1 1    1 1   2 

緩降機 2 2    2 2   4 

ロープ登降機 5 5    1 1   6 

発電機 12 5 3 2 7 12 4 3 2 41 

 

 

放射線防護服 5 5   2 2  0 7 

除
染 

除染シャワー 2 2   1 1   3 

除染剤散布器 2 2   2 2  2 6 

水
難
救
助
用
器
具 

救命胴衣 20 20 9 5 28 28 4 19 85 

救命浮環 5 5 2 1 5 5 1 2 16 

浮標 1 1   2 2  3 6 

救命ボート     2 2  1 3 

船外機     3 3  1 4 

高
度
救
助

器
具 

地中音響探知機 1 1       1 

熱画像直視装置 2 1   1 1  1 4 

そ
の
他
の
救
助
用
器
具 

投光器 6 3 2 2 5 3 2 1 18 

携帯投光器 9 5 3 2 4 3 2 1 21 

携帯拡声器 11 6 4 3 5 2 2 3 28 

携帯無線機 10 3 5 5 7 2 4 3 34 

応急処置セット 3 1 2 2 3 1 2 1 13 

車両用移動器具 1 1   1 1   2 

緩降機 2 2   2 2   4 

ロープ登降機 5 5   1 1   6 

発電機 12 5 3 2 12 4 3 2 34 

 

 

７ 7-8-8 ８－４ 上尾市消防水利 

   上尾市消防水利   （令和５年４月１日現在） 

市町・地区 

施 設 

上尾市 
伊奈町 合計 

上尾 平方 原市 大石 上平 大谷 計 

総  計 1,011 253 531 865 562 557 3,779 828 4,607 

消火栓 539 173 316 551 369 354 2,302 538 2,840 

防火水槽 464 76 209 309 189 196 1,443 284 1,727 

内 
 

訳 

公 
 

設 

20ｍ3級 54 26 37 61 47 45 270 89 359 

40ｍ3級 27 9 24 38 18 16 132 23 155 

60ｍ3級 3 0 1 0 0 1 5 0 5 

80ｍ3級 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

８－４ 上尾市消防水利 

   上尾市消防水利   （令和４年４月１日現在） 

地 区 

施 設 
上 尾 平 方 原 市 大 石 上 平 大 谷 合 計 

総  計 1,016 255 530 865 558 549 3,773 

防火水槽 469 78 209 309 189 190 1,444 

消火栓 539 173 315 551 365 352 2,295 

プール 8 4 6 5 4 7 34 

防 
 

火 
 

水 
 

槽 

(

内 

訳) 

公 
 

設 

20ｍ3級 54 26 37 60 47 45 269 

40ｍ3級 27 9 24 38 18 16 132 

60ｍ3級 3 0 1 0 0 1 5 
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100ｍ3級 5 1 0 4 2 2 14 6 20 

計 89 37 62 103 67 64 422 118 540 

私 
 

設 

20ｍ3級 238 18 111 152 81 82 682 78 760 

40ｍ3級 109 19 30 52 37 31 278 59 337 

60ｍ3級 17 2 6 2 2 2 31 19 50 

80ｍ3級 6 0 0 1 2 2 11 4 15 

100ｍ3級 5 0 0 2 0 15 22 6 28 

計 375 39 147 209 122 132 1,024 166 1,190 

プール 8 4 6 5 4 7 34 6 40 

 

 

80ｍ3級 0 1 0 0 0 0 1 

100ｍ3級 5 1 0 4 2 2 14 

計 89 37 62 102 67 64 421 

私 
 

設 

20ｍ3級 240 20 111 152 81 81 685 

40ｍ3級 112 19 30 52 37 30 280 

60ｍ3級 17 2 6 2 2 2 31 

80ｍ3級 6 0 0 1 2 2 11 

100ｍ3級 5 0 0 0 0 11 16 

計 380 41 147 207 122 126 1,023 

 

 

 

７ 7-8-9 ８－５ 市内危険物施設の状況 

 

施 設 区 分 施設数 
地       区       別 

上 尾 大 石 大 谷 上 平 原 市 平 方 

製  造  所 5 1 2 2 0 0 0 

貯 

 

蔵 

 

所 

屋   内 70 7 10 16 21 13 3 

屋外タンク 14 1 9 2 2 0 0 

屋内タンク 0 0 0 0 0 0 0 

地下タンク 45 11 10 12 6 1 5 

簡易タンク 0 0 0 0 0 0 0 

移動タンク 26 4 19 1 2 0 0 

屋   外 6 1 1 2 2 0 0 

取 

扱 

所 

給   油 34 9 11 5 6 1 2 

第１種販売 0 0 0 0 0 0 0 

第２種販売 0 0 0 0 0 0 0 

移   送 0 0 0 0 0 0 0 

一   般 40 15 6 7 8 4 0 

合     計 240 49 68 47 47 19 10 

（消防年報令和５年度刊行から） 

 

 

８－５ 市内危険物施設の状況 

 

施 設 区 分 施設数 
地       区       別 

上 尾 大 石 大 谷 上 平 原 市 平 方 

製  造  所 8 1 5 2 0 0 0 

貯 

 

蔵 

 

所 

屋   内 72 7 13 16 21 12 3 

屋外タンク 20 1 11 6 2 0 0 

屋内タンク 0 0 0 0 0 0 0 

地下タンク 46 11 11 12 6 1 5 

簡易タンク 0 0 0 0 0 0 0 

移動タンク 27 5 19 1 2 0 0 

屋   外 6 1 1 2 2 0 0 

取 

扱 

所 

給   油 35 10 11 5 6 1 2 

第１種販売 0 0 0 0 0 0 0 

第２種販売 0 0 0 0 0 0 0 

移   送 0 0 0 0 0 0 0 

一   般 40 14 7 7 8 4 0 

合     計 254 50 78 51 47 18 10 

（消防年報令和４年度刊行から） 
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７ 7-9-1 

～ 

7-9-3 

９－１ 医療機関一覧（上尾市医師会） 

 

N

o. 
名    称 診 療 科 目 所 在 地 電話番号 

１ 上尾アーバンクリニック 
内・呼・循・消・糖・ア

レ 

緑丘3-5-28 シンワ緑丘

ビル1F 
778-1929 

２ 葵ウィメンズクリニック 産婦 壱丁目東14-5 781-1188 

３ 上尾胃腸科外科医院 消・内・外 上町2-13-3 771-6553 

４ 上尾かみクリニック 耳鼻・内 上848-7 777-6600 

５ 上尾眼科 眼 上町1-1-15 市川ビル2F 776-2217 

６ 上尾キッズクリニック 小児 壱丁目466-4 780-7050 

７ 上尾こいけ眼科 眼 富士見2-20-36 782-7001 

８ あげお在宅医療クリニック 消・外・内 上20-8 783-5801 

９ 上尾女性クリニック 婦・乳腺外科・内・泌尿 仲町1-1-14 729-8803 

10 上尾高沢クリニック 精・神内 宮本町9-4 777-5501 

11 あげお第一診療所 内・小児 
西上尾第一団地2-38-

102 
726-2765 

12 上尾中央総合病院 

内・循内・消内・神内・

糖・腎・血・呼・感染

症・腫・緩和・心内・小

児・産婦・外・整・脳

外・心血外・消外・乳

外・呼外・気管食道・

肛・内視・泌尿・耳鼻・

頭頚・眼・形・美・皮・

麻酔・救急・放射線・病

理・臨床・リハ・歯外 

柏座1-10-10 773-1111 

13 上尾中央第二病院 
内・循内・神内・糖・リ

ハ・ホスピス 
地頭方421-1 781-1101 

14 上尾内科循環器科 循・内 平方4138 781-9122 

15 上尾なかよしクリニック 小児・内 
上町二丁目2-23 三和ビ

ル3階 
783-2043 

16 上尾脳神経外科クリニック 脳外・神内・内・外・麻 本町1-3-16 776-8800 

17 上尾の森診療所 精・心内 中分1-174-2 725-0378 

18 上尾ハートクリニック 内・歯 春日1-4-22 

内 
871-7348 

歯 

871-7398 

19 あげお東口内科 
内・循内・内分泌・糖・

泌尿・訪問 

宮本町2-1 アリコベール

上尾サロン館1階 
771-3322 

９－１ 医療機関一覧（上尾市医師会） 

 

N

o. 
名    称 診 療 科 目 所 在 地 電話番号 

１ 上尾アーバンクリニック 
内・呼・循・消・糖・ア

レ 

緑丘3-5-28 シンワ緑丘

ビル1F 
778-1929 

２ 葵ウィメンズクリニック 産婦 壱丁目東14-5 781-1188 

３ 上尾胃腸科外科医院 消・内・外 上町2-13-3 771-6553 

４ 上尾かみクリニック 耳鼻・内 上848-7 777-6600 

５ 上尾眼科 眼 上町1-1-15 市川ビル2F 776-2217 

６ 上尾キッズクリニック 小児 壱丁目466-4 780-7050 

７ 上尾こいけ眼科 眼 富士見2-20-36 782-7001 

８ あげお在宅医療クリニック 消・外・内 上20-8 783-5801 

９ 上尾整形外科 整・リハ・リウ 今泉4-2-16 781-1621 

10 上尾高沢クリニック 精・神内 宮本町9-4 777-5501 

11 あげお第一診療所 内・小児 
西上尾第一団地2-38-

102 
726-2765 

12 上尾中央総合病院 

内・循内・消内・神内・

糖・腎・血・呼・感染

症・腫・緩和・心内・小

児・産婦・外・整・脳

外・心血外・消外・乳

外・呼外・気管食道・

肛・内視・泌尿・耳鼻・

頭頚・眼・形・美・皮・

麻酔・救急・放射線・病

理・臨床・リハ・歯外 

柏座1-10-10 773-1111 

13 上尾中央第二病院 
内・循内・神内・糖・リ

ハ・ホスピス 
地頭方421-1 781-1101 

14 上尾内科循環器科 循・内 平方4138 781-9122 

15 上尾脳神経外科クリニック 脳外・神内・内・外・麻 本町1-3-16 776-8800 

16 上尾の森診療所 精・心内 中分1-174-2 725-0378 

17 あげお東口内科 
内・循内・内分泌・糖・

泌尿・訪問 

宮本町2-1 アリコベール

上尾サロン館1階 
771-3322 

18 上尾ふじなみ診療所 
精・外・形外・脳外・

内・皮・リハ 
藤波3-303-2 787-7722 

19 上尾二ツ宮クリニック 内・整・皮・リハ 二ツ宮954-1 773-4994 

20 上尾ふれあいクリニック 整・内・リハ・小児・眼 平方4277-5 726-0435 

21 あげお本町クリニック 消内・内・外 本町6-12-33 871-5730 
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20 上尾ふじなみ診療所 
精・外・形外・脳外・

内・皮・リハ 
藤波3-303-2 787-7722 

21 上尾二ツ宮クリニック 内・整・皮・リハ 二ツ宮954-1 773-4994 

22 上尾ふれあいクリニック 整・内・リハ・小児・眼 平方4277-5 726-0435 

23 あげお本町クリニック 消内・内・外 本町6-12-33 871-5730 

24 上尾メンタルクリニック 精・心内・精経・漢方 
上町1-1-15 市川ビル6

階 
788-1522 

25 鯵坂医院 整・内・リハ 平方2685 725-2029 

26 有馬整形外科 整・リハ 
春日2-24-1 春日クリニ

ックモール 
777-5700 

27 池田医院 小児・内・眼 本町3-8-15 771-0227 

28 石橋内科クリニック 
内・神内・呼・循・消・

腎・糖・皮・アレ・小児 
中分1-1-6 783-1484 

29 伊藤内科医院 内・循・小児・アレ 上1572-1 771-1470 

30 今村整形外科・外科 整・消・外・リハ・リウ 栄町1-14 774-8331 

31 牛山医院 
内・糖内・循内・脂質内

分泌 
上野230-1 871-6767 

32 江口医院 内・循・泌 須ヶ谷1-76-5 772-3772 

33 榎本医院 内・呼・小児 中分1-28-7 725-1651 

34 榎本クリニック 肝・内・小児・外・皮 緑丘1-9-5 771-1610 

35 江原医院 神内・脳外・内・皮 上1148-2 773-8686 

36 おおたけ眼科上尾医院 眼 
壱丁目367 アリオ上尾

2F 
729-6257 

37 大森敏秀胃腸科クリニック 胃 柏座2-8-2 柏葉ビル 778-4567 

38 おが・おおぐし眼科 眼 緑丘1-6-1 776-7445 

39 おやまだい医院 内・放射線 尾山台団地4-1-102 720-0061 

40 
かしの木内科小児科クリニッ

ク 

内・呼内・循内・消内・

腎内・神内・糖・血液内

科・皮・アレ・感染症・

小児・リハ 

上尾村453-7 770-2211 

41 かすが耳鼻咽喉科医院 耳 春日1-36-35 777-3051 

42 かとう泌尿器科クリニック 泌 中分1-27-9 782-1188 

43 上平内科クリニック 内・消・肝内 
春日2-24-1 春日クリニ

ックモール 
778-0070 

44 上平ファミリークリニック 
内・外・消内・肛・小

児・乳 
菅谷266-3 778-2332 

45 かるがも上尾クリニック 内・小児・アレ・麻酔 
愛宕3-8-1 イオンモー

ル上尾2F 2023 
782-8287 

46 かわかみこどもクリニック 小児・アレ 藤波3-188 789-3110 

22 上尾メンタルクリニック 精・心内・精経・漢方 
上町1-1-15 市川ビル6

階 
788-1522 

23 鯵坂医院 整・内・リハ 平方2685 725-2029 

24 有馬整形外科 整・リハ 
春日2-24-1 春日クリニ

ックモール 
777-5700 

25 池田医院 小児・内・眼 本町3-8-15 771-0227 

26 石橋内科クリニック 
内・神内・呼・循・消・

腎・糖・皮・アレ・小児 
中分1-1-6 783-1484 

27 伊藤内科医院 内・循・小児・アレ 上1572-1 771-1470 

28 今村整形外科・外科 整・消・外・リハ・リウ 栄町1-14 774-8331 

29 牛山医院 
内・糖内・循内・脂質内

分泌 
上野230-1 871-6767 

30 江口医院 内・循・泌 須ヶ谷1-76-5 772-3772 

31 榎本医院 内・呼・小児 中分1-28-7 725-1651 

32 榎本クリニック 肝・内・小児・外・皮 緑丘1-9-5 771-1610 

33 江原医院 神内・脳外・内・皮 上1148-2 773-8686 

34 おおたけ眼科上尾医院 眼 
壱丁目367 アリオ上尾

2F 
729-6257 

35 大森敏秀胃腸科クリニック 胃 柏座2-8-2 柏葉ビル 778-4567 

36 おが・おおぐし眼科 眼 緑丘1-6-1 776-7445 

37 おやまだい医院 内・放射線 尾山台団地4-1-102 720-0061 

38 柿沢外科医院 内・外・皮 原市600-3 721-0600 

39 
かしの木内科小児科クリニッ

ク 

内・呼内・循内・消内・

腎内・神内・糖・血液内

科・皮・アレ・感染症・

小児・リハ 

上尾村453-7 770-2211 

40 かすが耳鼻咽喉科医院 耳 春日1-36-35 777-3051 

41 かとう泌尿器科クリニック 泌 中分1-27-9 782-1188 

42 上平内科クリニック 内・消・肝内 
春日2-24-1 春日クリニ

ックモール 
778-0070 

43 上平ファミリークリニック 
内・外・消内・肛・小

児・乳 
菅谷266-3 778-2332 

44 かるがも上尾クリニック 内・小児・アレ・麻酔 
愛宕3-8-1 イオンモー

ル上尾2F 2023 
782-8287 

45 かわかみこどもクリニック 小児・アレ 藤波3-188 789-3110 

46 河村クリニック 内・神内・精・心内 谷津1-6-28 775-1705 

47 かわむらハートクリニック 内・循内 
柏座2-4-33 武蔵野アネ

ックスビル2階 
770-1670 

48 眼科サンアイ上尾医院 眼 宮本町4-18 772-0031 
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47 河村クリニック 内・神内・精・心内 谷津1-6-28 775-1705 

48 かわむらハートクリニック 内・循内 
柏座2-4-33 武蔵野アネ

ックスビル2階 
770-1670 

49 眼科サンアイ上尾医院 眼 宮本町4-18 772-0031 

50 北上尾クリニック 内・消・アレ 上144-2 779-2111 

51 
きたあげお耳鼻咽喉科クリニ

ック 
耳 久保18-10 871-5768 

52 
健康管理センターAgeo・town

クリニック 
耳 

宮本町3-2 エージオタ

ウン2階 
777-2511 

53 こいずみクリニック 内・消・小児 小泉2-7-19 780-6665 

54 こぐち内科呼吸器クリニック 内・呼内・アレ 壱丁目東37-10 781-5911 

55 
こしきや内科リウマチ科 

クリニック 
内・リウ・アレ 小敷谷39-1 782-4861 

56 こしの眼科クリニック 眼 原市中3-1-8 872-7772 

57 小松眼科 眼 谷津2-1-50-1 779-0505 

58 小山内科医院 内・消内 向山1-60-12 783-1122 

59 
埼玉県総合リハビリテーショ

ンセンター 

整・リハ・神内・神精・

循内・泌・歯科・麻酔 
西貝塚148-1 781-2222 

60 さいとうハートクリニック 内・循内 春日1-45-6 779-3851 

61 佐川医院 内・小児 春日1-45-13 773-8600 

62 三和クリニック 内・消内・肝内 
上町2-2-23 三和ビル2

階 
777-3080 

63 しばさき内科クリニック 内・呼・アレ・小児 原市2381-3 721-0510 

64 清水内科医院 内・小児 瓦葺2670 721-5881 

65 沼南ハートクリニック 内・循内 原市2251-1 884-8781 

66 たかのこどもクリニック 小児・アレ 緑丘3-4-27 776-8181 

67 武重外科・整形外科 整・外・皮・泌・形 上282-1 775-0001 

68 たまき整形外科内科 整・内 上尾下973-23 775-1433 

69 中妻クリニック 内・外 中妻5-12-5 770-0722 

70 ナラヤマレディースクリニック 産・婦 本町1-1-7 771-0002 

71 西上尾第二団地診療所 内・リウ・小児 
西上尾第二団地 3-1-

101小敷谷77-1-3-1-101 
725-2367 

72 西村ハートクリニック 内・循・呼・神内・腎内 
宮本町3-2 Ageo-town2

階 
778-2526 

73 はら内科クリニック 内・循 愛宕1-28-18 771-0008 

74 ひらしま産婦人科 産・婦・小児・皮 原市1464 722-1103 

75 深野医院 整・リハ・内・小児 上町1-2-32 771-0036 

76 福島医院 内・消・外 愛宕2-18-25 775-3111 

77 藤塚医院 皮 仲町1-2-3 771-0010 

49 北上尾クリニック 内・消・アレ 上144-2 779-2111 

50 
きたあげお耳鼻咽喉科クリニ

ック 
耳 久保18-10 871-5768 

51 
健康管理センターAgeo・town

クリニック 
耳 

宮本町3-2 エージオタ

ウン2階 
777-2511 

52 こいずみクリニック 内・消・小児 小泉2-7-19 780-6665 

53 こぐち内科呼吸器クリニック 内・呼内・アレ 壱丁目東37-10 781-5911 

54 
こしきや内科リウマチ科 

クリニック 
内・リウ・アレ 小敷谷39-1 782-4861 

55 こしの眼科クリニック 眼 原市中3-1-8 872-7772 

56 小松眼科 眼 谷津2-1-50-1 779-0505 

57 小山内科医院 内・消内 向山1-60-12 783-1122 

58 
埼玉県総合リハビリテーショ

ンセンター 

整・リハ・神内・神精・

循内・泌・歯科・麻酔 
西貝塚148-1 781-2222 

59 さいとうハートクリニック 内・循内 春日1-45-6 779-3851 

60 佐川医院 内・小児 春日1-45-13 773-8600 

61 三和クリニック 内・消内・肝内 
上町2-2-23 三和ビル2

階 
777-3080 

62 しばさき内科クリニック 内・呼・アレ・小児 原市2381-3 721-0510 

63 清水内科医院 内・小児 瓦葺2670 721-5881 

64 沼南ハートクリニック 内・循内 原市2251-1 884-8781 

65 たかのこどもクリニック 小児・アレ 緑丘3-4-27 776-8181 

66 武重外科・整形外科 整・外・皮・泌・形 上282-1 775-0001 

67 たまき整形外科内科 整・内 上尾下973-23 775-1433 

68 中妻クリニック 内・外 中妻5-12-5 770-0722 

69 ナラヤマレディースクリニック 産・婦 本町1-1-7 771-0002 

70 西上尾第二団地診療所 内・リウ・小児 
西上尾第二団地 3-1-

101小敷谷77-1-3-1-101 
725-2367 

71 西村ハートクリニック 内・循・呼・神内・腎内 
宮本町3-2 Ageo-town2

階 
778-2526 

72 はら内科クリニック 内・循 愛宕1-28-18 771-0008 

73 ひらしま産婦人科 産・婦・小児・皮 原市1464 722-1103 

74 深野医院 整・リハ・内・小児 上町1-2-32 771-0036 

75 福島医院 内・消・外 愛宕2-18-25 775-3111 

76 藤塚医院 皮 仲町1-2-3 771-0010 

77 藤村病院 

外・消外・呼外・内視・

肛外・気管食道外・乳

外・内・循内・神内・漢

方内科・整外・脳外・

仲町1-8-33 776-1111 
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78 藤村病院 

外・消外・呼外・内視・

肛外・気管食道外・乳

外・内・循内・神内・漢

方内科・整外・脳外・

皮・泌尿・耳鼻・麻酔・

ペインクリニック・リハ 

仲町1-8-33 776-1111 

79 前田内科医院 内・消・小児 本町4-9-14 774-5110 

80 松沢医院 
内・小児・皮・アレ・リ

ハ 
西宮下4-335-1 776-0555 

81 まつもと糖尿病クリニック 糖内 柏座2-4-28 775-2222 

82 松本内科医院 内・循・糖・小児 浅間台3-29-16 775-6351 

83 三浦皮膚科 皮 原新町15-13 775-0000 

84 幹クリニック 内・放・麻酔・緩和 上平中央1-19-10 774-4877 

85 みどり皮フ科クリニック 皮 
春日2-24-1 春日クリニ

ックモール 
778-0678 

86 武蔵野病院 心内・精・老年精神 栄町15-32 771-4686 

87 村田内科胃腸科医院 内・消内 浅間台4-3-6 773-0223 

88 山口クリニック 内・整・リウ・リハ 向山2-8-12 726-3309 

89 山中内科クリニック 内 川170-1 783-1151 

90 よこづか眼科 眼 久保457-8 779-2300 

91 吉岡医院 内・循・外・リハ 原市431-3 720-7100 

92 わたなべクリニック 
内・消内・循内・糖内・

アレ・リハ 
原市2387-2 724-0611 

 

 

皮・泌尿・耳鼻・麻酔・

ペインクリニック・リハ 

78 前田内科医院 内・消・小児 本町4-9-14 774-5110 

79 松沢医院 
内・小児・皮・アレ・リ

ハ 
西宮下4-335-1 776-0555 

80 まつもと糖尿病クリニック 糖内 柏座2-4-28 775-2222 

81 松本内科医院 内・循・糖・小児 浅間台3-29-16 775-6351 

82 三浦皮膚科 皮 原新町15-13 775-0000 

83 幹クリニック 内・放・麻酔・緩和 上平中央1-19-10 774-4877 

84 みどり皮フ科クリニック 皮 
春日2-24-1 春日クリニ

ックモール 
778-0678 

85 武蔵野病院 心内・精・老年精神 栄町15-32 771-4686 

86 村田内科胃腸科医院 内・消内 浅間台4-3-6 773-0223 

87 山口クリニック 内・整・リウ・リハ 向山2-8-12 726-3309 

88 山中内科クリニック 内 川170-1 783-1151 

89 よこづか眼科 眼 久保457-8 779-2300 

90 吉岡医院 内・循・外・リハ 原市431-3 720-7100 

91 わたなべクリニック 
内・消内・循内・糖内・

アレ・リハ 
原市2387-2 724-0611 

 

 

 

７ 7-10-3 ２ 障害者関係施設 

 (３) 児童発達支援センター【所管課：発達支援相談センター】[315] 

N

o. 
施    設    名 所    在    地 電話番号 

１ 発達支援相談センター 壱丁目東22-1 725-3373 

２ つくし学園 壱丁目東22-1 725-6830 

 

 

２ 障害者関係施設 

 (３) 児童発達支援センター【所管課：発達支援相談センター】[315] 

N

o. 
施    設    名 所    在    地 電話番号 

１ 発達支援相談センター 本町4-13-1 776-6166 

２ つくし学園 藤波1-209-1 786-4493 

 

 

７ 7-10-7 ３ 児童福祉施設 

 (３) 保育所（公立）【所管課：保育課】 

No. 施    設    名 所    在    地 電話番号 

１ 上尾保育所 本町4-13-1 771-1556 

３ 児童福祉施設 

 (３) 保育所（市立）【所管課：保育課】 

No. 施    設    名 所    在    地 電話番号 

１ 上尾保育所 本町4-13-1 771-1556 
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２ 原市保育所 原市3241 721-0519 

３ 大谷西保育所 壱丁目東22-1 725-1200 

４ 上尾西保育所 春日2-20-3 772-3544 

５ あたご保育所 愛宕2-23-22 774-8079 

６ かわらぶき保育所 瓦葺2248 721-5858 

７ 大谷保育所 西宮下4-380-3 775-2550 

８ 大石保育所 泉台2-14-11 775-2553 

９ 小敷谷保育所 小敷谷723-1 726-2698 

10 原市南保育所 原市4166 722-3808 

11 緑丘保育所 緑丘2-3-19 773-9865 

12 上平保育所 西門前498-1 775-7047 

13 畔吉保育所 畔吉1319-1 725-5400 

14 紅花保育園 久保362-3 775-4451 

 

 

２ 原市保育所 原市3241 721-0519 

３ 西上尾第一保育所 小敷谷845-1 725-1200 

４ 上尾西保育所 春日2-20-3 772-3544 

５ あたご保育所 愛宕2-23-22 774-8079 

６ かわらぶき保育所 瓦葺2248 721-5858 

７ 大谷保育所 西宮下4-380-3 775-2550 

８ 大石保育所 泉台2-14-11 775-2553 

９ 小敷谷保育所 小敷谷723-1 726-2698 

10 原市南保育所 原市4166 722-3808 

11 緑丘保育所 緑丘2-3-19 773-9865 

12 上平保育所 西門前498-1 775-7047 

13 畔吉保育所 畔吉1319-1 725-5400 

 

 

７ 7-10-7 

7-10-8 
(４) 保育所（私立）【所管課：保育課】 

No. 施    設    名 所    在    地 電話番号 

１ さつき保育園 菅谷43-1 775-8676 

２ 保育園アミ・クレイシュ 浅間台1-18-30 777-0234 

３ 白ばら学園こどもの家 小敷谷1027-28 780-7222 

４ 向山保育園 向山4-3-21 725-3350 

５ こどもの園 プラムハウス本園 西宮下1-16-1 776-6771 

６ こどもの園 プラムハウス分園 西宮下2-23-3 782-7900 

７ ゆうゆうくじら保育園 原市3870-1 721-3781 

８ カオルキッズランド中妻園 中妻5-28-1 779-2258 

９ ころぽっくる保育園 小泉5-7-4 771-2701 

10 ゆうゆうくじら第２保育園 原市4004-1 722-6111 

11 ころぽっくる第二保育園 上野567 783-1010 

12 白ばら学園第２こどもの家 小泉1-8-22 782-5262 

13 ヴィラ・アミクレイシュ 平塚789-1 771-3330 

14 スターファーム保育園 今泉246-1 782-8793 

15 Gakkenほいくえん北上尾 原新町4-2 778-1885 

16 しののめキッズパーク保育園 壱丁目南17-8 725-0415 

(４) 保育所（私立）【所管課：保育課】 

No. 施    設    名 所    在    地 電話番号 

１ 紅花保育園 久保362-3 775-4451 

２ さつき保育園 菅谷43-1 775-8676 

３ 保育園アミ・クレイシュ 浅間台1-18-30 777-0234 

４ 白ばら学園こどもの家 小敷谷1027-28 780-7222 

５ 向山保育園 向山4-3-21 725-3350 

６ こどもの園 プラムハウス本園 西宮下1-16-1 776-6771 

７ こどもの園 プラムハウス分園 西宮下2-23-3 782-7900 

８ ゆうゆうくじら保育園 原市3870-1 721-3781 

９ カオルキッズランド中妻園 中妻5-28-1 779-2258 

10 ころぽっくる保育園 小泉5-7-4 771-2701 

11 ゆうゆうくじら第２保育園 原市4004-1 722-6111 

12 ころぽっくる第二保育園 上野567 783-1010 

13 白ばら学園第２こどもの家 小泉1-8-22 782-5262 

14 ヴィラ・アミクレイシュ 平塚789-1 771-3330 

15 スターファーム保育園 今泉246-1 782-8793 

16 しののめキッズパーク保育園 壱丁目南17-8 725-0415 
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17 プリスクレール ディゾ アンジェ 
緑丘3-3-11-2 PAPAショッピング

アヴェニュープリンセス棟2F 
871-7001 

18 みつばちBunBun保育園 大谷本郷824-5 782-9100 

19 上尾たいよう保育園 瓦葺1951-1 792-0866 

20 北上尾たいよう保育園 上平中央2-18-8 770-0777 

21 うぐす保育園上尾春日 春日1-21-7 770-0880 

22 保育園ナチュラル上尾本町園 本町6-12-21 729-8813 

23 みずほ保育園上尾富士見 富士見1-6-27 776-3240 

24 みんないっしょのいっぽ保育園 上尾下859-1 871-5611 

25 親愛浅間台保育園 浅間台4-2-5 729-7305 

26 上尾クマさん保育園 上町1-3-16 777-1700 

 

 

17 ココファン・ナーサリー北上尾 原新町4-2 778-1885 

18 プリスクレール ディゾ アンジェ 
緑丘3-3-11-2 PAPAショッピング

アヴェニュープリンセス棟2F 
871-7001 

19 みつばちBunBun保育園 大谷本郷824-5 782-9100 

20 上尾たいよう保育園 瓦葺1951-1 792-0866 

21 北上尾たいよう保育園 上平中央2-18-8 770-0777 

22 うぐす保育園上尾春日 春日1-21-7 770-0880 

23 保育園ナチュラル上尾本町園 本町6-12-21 729-8813 

24 みずほ保育園上尾富士見 富士見1-6-27 776-3240 

25 つつみの森認定こども園 上22-5 
772-1115 

（幼） 

26 つつじが丘認定こども園 上野1053-1 725-2622 

27 認定こども園泉の森 平方4220-1 783-7001 

28 原市文化認定こども園 瓦葺1032 721-1465 

 

 

７ 7-10-8  (５) 小規模保育施設【所管課：保育課】 

No. 施    設    名 所    在    地 電話番号 

１ エンゼル愛児園 向山4-6-18 725-0137 

２ ぽっぽの家保育園 仲町2-2-15 773-9431 

３ ろんぱーるーむ 柏座2-4-28 エリア赤熊２階 776-5786 

４ きらきら夢ランド上尾園 仲町2-13-19 773-5834 

５ あおぞら保育園 上尾下888  775-0403 

６ かたくり保育園 小泉5-29-3 774-5926 

７ バンビーナ上尾園 上町1-4-19 安藤ビル１階 776-2110 

８ バンビーナ北上尾園 原新町15-1 エースビル１階 774-0211 

９ ナーサリーｄｅアンジェ北上尾 浅間台1-7-6 ビッグサドービル1階 782-7357 

10 自然食保育室むくの森 仲町1-7-27 アークエムビル1階 777-5155 

11 グローバルキッズアリオ上尾園 壱丁目367 アリオ上尾1階 726-7007 

12 ナーサリーｄｅアンジェ上尾 柏座1-8-22-20 1階 788-3803 

13 ナーサリーｄｅアンジェ浅間台幼保園 弁財2-5-3 浅間台幼稚園内 778-7483 

14 上尾なのはな保育園 宮本町10-1 森ビル1階 787-0970 

15 上尾すずらん保育園 原市北1-1-5 878-9571 

16 みんないっしょのいっぽ西保育園 中妻4-1-11 770-1101 

 (５) 地域型保育施設【所管課：保育課】 

No. 施    設    名 所    在    地 電話番号 

１ エンゼル愛児園 向山4-6-18 725-0137 

２ ぽっぽの家保育園 仲町2-2-15 773-9431 

３ ろんぱーるーむ 柏座2-4-28 エリア赤熊２階 776-5786 

４ きらきら夢ランド上尾園 仲町2-13-19 773-5834 

５ あおぞら保育園 上尾下888  775-0403 

６ かたくり保育園 小泉5-29-3 774-5926 

７ バンビーナ上尾園 上町1-4-19 安藤ビル１階 776-2110 

８ バンビーナ北上尾園 原新町15-1 エースビル１階 774-0211 

９ ナーサリーｄｅアンジェ北上尾 浅間台1-7-6 ビッグサドービル1階 782-7357 

10 自然食保育室むくの森 仲町1-7-27 アークエムビル1階 777-5155 

11 グローバルキッズアリオ上尾園 壱丁目367 アリオ上尾1階 726-7007 

12 ナーサリーｄｅアンジェ上尾 柏座1-8-22-20 1階 729-6583 

13 ナーサリーｄｅアンジェ浅間台幼保園 弁財2-5-3 浅間台幼稚園内 778-7483 

14 上尾なのはな保育園 宮本町10-1 森ビル1階 787-0970 

15 上尾すずらん保育園 原市北1-1-5 878-9571 

16 みんないっしょのいっぽ 中妻4-1-11 770-1101 



46 

編 頁 改 定 案 現 行 

17 上尾なのはな第２保育園 愛宕1-29-18 2階 787-0970 

18 親愛上尾保育園 小泉1-21-13 788-2859 

19 うぐす保育園上尾原市 原市4276-2 720-0880 

20 親愛上尾第２保育園 緑丘1-1-35 1階 782-7621 

21 上尾駅前クマさん保育園 宮本町3-2 A-GEOタウン104 662-9825 

 (６) 事業所内保育事業所【所管課：保育課】 

No. 施    設    名 所    在    地 電話番号 

１ 
埼玉ヤクルト保育園北上尾もぐもぐ

保育ルーム 
中妻1-14-9 780-2981 

 

 

 

17 上尾なのはな第２保育園 愛宕1-29-18 2階 787-0970 

18 
埼玉ヤクルト保育園北上尾もぐもぐ保

育ルーム 
中妻1-14-9 780-2981 

19 親愛上尾保育園 小泉1-21-13 788-2859 

 

 

（新設） 

 

 

７ 7-10-8 

7-10-9 
 (７) 認定こども園【所管課：保育課】 

No. 施    設    名 所    在    地 電話番号 

１ つつみの森認定こども園 上22-5 770-1500 

２ つつじが丘認定こども園 上野1053-1 725-2622 

３ 認定こども園泉の森 平方4220-1 783-7001 

４ 原市文化認定こども園 瓦葺1032 721-1465 

５ 認定こども園西上尾しらぎく幼稚園 大字今泉313-2 725-2227 

(８) 学童保育所【所管課：青少年課】 

No. 施    設    名 所    在    地 電話番号 

12 平方東学童保育所 平方4294-1 726-1229 

30 平方小学童保育所 平方1346-1 平方小学校内 725-3133 

 

 

（新設） 

(６) 学童保育所【所管課：青少年課】 

No. 施    設    名 所    在    地 電話番号 

12 平方学童保育所 平方4294-1 726-1229 

30 平方西学童保育所 平方1623-1 725-3133 

 

 

 

７ 7-10-10 10－２ 幼稚園一覧 

（削除） 

 

 

 

 (１) 私 立【所管課：保育課】 

No. 施    設    名 所    在    地 電話番号 

１ 上尾幼稚園 上尾市仲町2－1－14 771-0703 

２ 上尾富士見幼稚園 上尾市富士見2－3－33 775-0517 

10－２ 幼稚園一覧 

 (１) 市 立【所管課：保育課】 

No. 施    設    名 所    在    地 電話番号 

１ 平方幼稚園 平方1346-1 725-2008 

 (２) 私 立【所管課：保育課】 

No. 施    設    名 所    在    地 電話番号 

１ 上尾幼稚園 上尾市仲町2－1－14 771-0703 

２ 上尾富士見幼稚園 上尾市富士見2－3－33 775-0517 

３ 上尾みずほ幼稚園 上尾市大字原市50－3 721-0210 
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３ 上尾みずほ幼稚園 上尾市大字原市50－3 721-0210 

４ 尾山台幼稚園 上尾市大字瓦葺2716 721-0468 

５ 上尾寿幼稚園 上尾市大字上1521 772-2200 

６ 花園幼稚園 上尾市中妻2－13－2 771-7050 

７ 上尾みどりが丘幼稚園 上尾市緑丘4－13－13 772-3727 

８ 上尾いずみ幼稚園 上尾市大字堤崎356－1 726-2476 

９ 妙厳寺幼稚園 上尾市大字原市977－2 721-0188 

10 星野学園幼稚園 上尾市大字小敷谷大久保858-2 725-1302 

11 浅間台幼稚園 上尾市弁財2－5－3 774-1046 

12 双葉台幼稚園 上尾市大字川207 781-4502 

13 上尾寿第二幼稚園 上尾市二ツ宮1087 772-1100 

14 カオル幼稚園 上尾市藤波4－125 786-8864 

15 みやした幼稚園 上尾市西宮下1－68 775-3556 

16 ひかわ幼稚園 上尾市二ツ宮864 771-0744 

 (２) 認定こども園【所管課：保育課】 

No. 施    設    名 所    在    地 電話番号 

１ つつみの森認定こども園 上22-5 770-1500 

２ つつじが丘認定こども園 上野1053-1 725-2622 

３ 認定こども園泉の森 平方4220-1 783-7001 

４ 原市文化認定こども園 瓦葺1032 721-1465 

５ 認定こども園西上尾しらぎく幼稚園 大字今泉313-2 725-2227 

 

 

４ つつじが丘認定こども園 上尾市大字上野1053－1 725-2622 

５ 尾山台幼稚園 上尾市大字瓦葺2716 721-0468 

６ 原市文化認定こども園 上尾市大字瓦葺1032番地 721-1465 

７ 上尾寿幼稚園 上尾市大字上1521 772-2200 

８ 花園幼稚園 上尾市中妻2－13－2 771-7050 

９ 上尾みどりが丘幼稚園 上尾市緑丘4－13－13 772-3727 

10 西上尾しらぎく幼稚園 上尾市大字今泉296 725-2227 

11 上尾いずみ幼稚園 上尾市大字堤崎356－1 726-2476 

12 認定こども園泉の森 上尾市大字平方4220－1 783-7001 

13 つつみの森認定こども園 上尾市大字上22－5 772-1115 

14 妙厳寺幼稚園 上尾市大字原市977－2 721-0188 

15 星野学園幼稚園 上尾市大字小敷谷大久保858-2 725-1302 

16 浅間台幼稚園 上尾市弁財2－5－3 774-1046 

17 双葉台幼稚園 上尾市大字川207 781-4502 

18 上尾寿第二幼稚園 上尾市二ツ宮1087 772-1100 

19 カオル幼稚園 上尾市藤波4－125 786-8864 

20 みやした幼稚園 上尾市西宮下1－68 775-3556 

21 ひかわ幼稚園 上尾市二ツ宮864 771-0744 

 

（新設） 

 

７ 7-11-1 11－２ 耐震貯水槽施設一覧 

 

No. 所 在 地 目       標 設置 
容量 

（㎥） 
備考 

７ 向山 2-42 大谷中学校南方、ならの木公園内 市 100 循環式 

 

 

11－２ 耐震貯水槽施設一覧 

 

No. 所 在 地 目       標 設置 
容量 

（㎥） 
備考 

７ 川 2-42 大谷中学校南方、ならの木公園内 市 100 循環式 

 

 

７ 7-12-1 12－１ 主な備蓄物資等の状況 

（令和６年３月31日現在） 

 品  目 数  量 所 在 地 

食 料 品 備蓄用リゾット 13,250食 上平公園・小中学校等 

12－１ 主な備蓄物資等の状況 

（令和４年３月31日現在） 

 品  目 数  量 所 在 地 

食 料 品 備蓄用リゾット 5,550食 上平公園・小中学校等 
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保存用パン 12,348食 上平公園・小中学校等 

アルファ米 4,294食 上平公園・小中学校等 

炊出し用アルファ米 3,500食 上平公園・小中学校等 

ビスコ 24,287食 上平公園・小中学校等 

飲
料
水 

ペットボトル入り 11,758 ℓ 上平公園・小中学校等 

乳
児
用
食
料 

粉ミルク 2,000食 市立保育所等 

液体ミルク 720食 市立保育所等 

使い捨て哺乳瓶 3,450本 市立保育所等 

燃
料 

ガソリン缶 192 ℓ 上平公園・小中学校等 

灯油缶 384 ℓ 上平公園・小中学校等 

寝
具
・
下
着 

毛布 8,412枚 上平公園・小中学校等 

寝袋 3,501袋 上平公園・小中学校等 

下着セット（男性用） 1,200着 上平公園等 

下着セット（女性用） 1,200着 上平公園等 

ト
イ
レ 

携帯トイレ（排便処理袋）  88,130回分 上平公園・小中学校 

簡易トイレ（ワンタッチ） 988台 上平公園・小中学校等 

マンホールトイレ 368台 上平公園・小中学校等 

トイレットペーパー 2,924ロール 上平公園等 

医
療
・
衛
生 

担架 161台 上平公園・小中学校等 

救急箱（50人用） 104個 上平公園・小中学校等 

大人用オムツ 7,372枚 上平公園等 

子ども用オムツ 10,488枚 上平公園等 

生理用品 12,672枚 上平公園等 
避
難
所
開
設
キ
ッ
ト 

避難所開設キット 48セット 小中学校等 

感
染
症
予
防
用
品 

新型コロナウイルス資機材 48セット 小中学校等 

プライベートルーム 238張 上平公園・小中学校等 

段ボールベッド 150台 上平公園・小中学校等 

発
電
機 

発電機（ガソリン） 119台 上平公園・小中学校等 

調
理
器 

移動式調理器 47台 小中学校等 

浄
水
機 

浄水機 36台 上平公園・小中学校等 

そ
の
他 

ブルーシート 1,367枚 上平公園・小中学校等 

 

 

保存用パン 6,768食 上平公園・小中学校等 

アルファ米 8,729食 上平公園・小中学校等 

炊出し用アルファ米 5,600食 上平公園・小中学校等 

ビスコ 15,778食 上平公園・小中学校等 

飲
料
水 

ペットボトル入り 9,690 ℓ 上平公園・小中学校等 

乳
児
用
食
料 

粉ミルク 1,800食 市立保育所等 

液体ミルク 720食 市立保育所等 

使い捨て哺乳瓶 2,070本 市立保育所等 

燃
料 

ガソリン缶 212 ℓ 上平公園・小中学校等 

灯油缶 384 ℓ 上平公園・小中学校等 

寝
具
・
下
着 

毛布 8,405枚 上平公園・小中学校等 

寝袋 3,501袋 上平公園・小中学校等 

下着セット（男性用） 1,200着 上平公園等 

下着セット（女性用） 1,200着 上平公園等 

ト
イ
レ 

携帯トイレ（排便処理袋）  87,780回分 上平公園・小中学校 

簡易トイレ（ワンタッチ） 1,018台 上平公園・小中学校等 

マンホールトイレ 284台 上平公園・小中学校等 

トイレットペーパー 2,924ロール 上平公園等 

医
療
・
衛
生 

担架 161台 上平公園・小中学校等 

救急箱（50人用） 104個 上平公園・小中学校等 

大人用オムツ 7,372枚 上平公園等 

子ども用オムツ 10,488枚 上平公園等 

生理用品 12,000枚 上平公園等 
避
難
所
開
設
キ
ッ
ト 

避難所開設キット 48セット 小中学校等 

感
染
症
予
防
用
品 

新型コロナウイルス資機材 48セット 小中学校等 

プライベートルーム 238張 上平公園・小中学校等 

段ボールベッド 148台 上平公園・小中学校等 

発
電
機 

発電機（ガソリン） 119台 上平公園・小中学校等 

調
理
器 

移動式調理器 47台 小中学校等 

浄
水
機 

浄水機 36台 上平公園・小中学校等 

そ
の
他 

ブルーシート 887枚 上平公園・小中学校等 
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７ 7-12-3 

～ 

7-12-5 

12－２ 災害用マンホールトイレ設置場所・機材保管場所一覧 

（令和６年３月31日現在） 

No. 
トイレ 

設置場所 
トイレ設置施設 個数 機材保管場所 機材・数量 備 考 

１ 
浅間台三丁

目 35 番地 
浅間台大公園 8 基 

浅間台大公園内 

(事務区管理物置） 

標準テント  7基 

大型テント  1基 

洋式便座   8基 

ランタン   8個 

平成 19年

度施工 

       

23 
愛宕三丁目 

23 番地 24 

上尾市立 

上尾中学校 

(体育館 西側) 

16

基 

上尾市立 

上尾中学校 

(体育館南側 

外倉庫） 

標準テント 14 基 

大型テント  2 基 

洋式便座   16 基 

ランタン    16 個 

蓋開け鍵棒  1 個 

水道弁開旋器 1 個 

令和４年度

施工 

プール水 

使用 

24 
中妻四丁目 

19 番地 

上尾市立 

大石中学校 

（体育館 南側） 

16

基 

上尾市立 

大石中学校 

（プール下スペー

ス） 

標準テント 14 基 

大型テント  2 基 

洋式便座   16 基 

ランタン    16 個 

蓋開け鍵棒  1 個 

水道弁開旋器 1 個 

令和５年度

施工 

プール水 

使用 

25 
大字上尾村 

479番地 

上尾市立 

東中学校 

（校舎 北側） 

10

基 

上尾市立 

東中学校 

（体育館２階） 

標準テント  8 基 

大型テント  2 基 

洋式便座   10 基 

ランタン    10 個 

蓋開け鍵棒  1 個 

水道弁開旋器 1 個 

令和５年度

施工 

プール水 

使用 

 

 

 

12－２ 災害用マンホールトイレ設置場所・機材保管場所一覧 

（令和５年３月31日現在） 

No. 
トイレ 

設置場所 
トイレ設置施設 個数 機材保管場所 機材・数量 備 考 

１ 
浅間台三丁

目 35 番地 
浅間台大公園 8 基 

浅間台大公園内 

(事務区管理物置） 

標準テント  7基 

大型テント  1基 

洋式便座   8基 

ランタン   8個 

平成 19年

度施工 

       

23 
愛宕三丁目 

23 番地 24 

上尾市立 

上尾中学校 

(体育館 西側) 

16

基 

上尾市立 

上尾中学校 

(体育館南側 

外倉庫） 

標準テント 14 基 

大型テント  2 基 

洋式便座   16 基 

ランタン    16 個 

蓋開け鍵棒  1 個 

水道弁開旋器 1 個 

令和４年度

施工 

プール水 

使用 

 

 

７ 7-13-1 13－１ 市保有車両一覧 

用  途 台数 配  置  先  等 

経
営
総
務
課
所
管 

小型貨物 11 (11) 

普通乗用 1 (1) 

軽四輪車 6 軽貨物(5)、軽乗用(1) 

特殊車両 2 給水車2t(1)1.8t(1) 

計 136  

 

 

 

 

 

 

13－１ 市保有車両一覧 

用  途 台数 配  置  先  等 

経
営
総
務
課
所
管 

小型貨物 11 (11) 

普通乗用 1 (1) 

軽四輪車 6 (6) 

特殊車両 2 給水車2t(1)1.8t(1) 

計 136  
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７ 7-16-1 

7-16-4 

16－１ 指定文化財一覧 

 

（令和５年４月１日現在） 

国指定重要有形民俗文化財 

No. 名      称 種   別 指定年月日 所 在 地 

 

（令和５年４月１日現在） 

埼玉県指定文化財 

No. 名      称 種   別 指定年月日 所 在 地 

 

（令和５年４月１日現在） 

上尾市指定文化財 

指定番号 名      称 種   別 指定年月日 所 在 地 

 

（令和５年４月１日現在） 

上尾市登録文化財 

登録番号 名      称 種   別 登録年月日 所 在 地 

 

 

16－１ 指定文化財一覧 

 

（令和３年４月１日現在） 

国指定重要有形民俗文化財 

No. 名      称 種   別 指定年月日 所 在 地 

 

（令和３年４月１日現在） 

埼玉県指定文化財 

No. 名      称 種   別 指定年月日 所 在 地 

 

（令和３年４月１日現在） 

上尾市指定文化財 

指定番号 名      称 種   別 指定年月日 所 在 地 

 

（令和３年４月１日現在） 

上尾市登録文化財 

登録番号 名      称 種   別 登録年月日 所 在 地 

 

 

７ 7-16-4  

上尾市指定文化財 

指定番号 名      称 種   別 指定年月日 所 在 地 

93 山﨑家文書 古文書 令和５年３月24日 上尾市教育委員会 

 

 

 

上尾市指定文化財 

指定番号 名      称 種   別 指定年月日 所 在 地 

（新規追加） 

 

 

 

 

 

 

 


